
様式1号(事務事業評価)

回二日平成28年度事務事業評価シート|時局・室・所得)1 秘書課

小項目(

秘書に関する事務事業

" 
歳出 予算現額(円) 決算額(円)

支

出内

訳

正E』3 計 。 。

歳入 予算現額(円7 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

ぷロ』 計 。 。
人件費概算

!人工数I瓦夜汀人件費(円〕] 1 交付税~ r:瓦二ム1
| 1.11 問問~ I 算入 | 無 II会計種別| 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H27 I I H28 I目標 l

達成
度

活動指標または成栗霜覆 H26 

1 Iスケジューノレを調整した件数 2，219 2，302 

2 

3 

経常

目的の妥当性 |妥当である|市長が職務に専念できる執務環境を整えることは、妥当である。
妥~..・M・..........・M・...・H・H・M・-……i… ....1

当 |自治体関与の妥当性| 妥当である|市長が職務に専念できる執務環境を整えることは、妥当である。
，性ト一..，・H ・.........・H ・.....・H ・...:1.............................1
1 1対象〈受益者)の妥当性|妥当である|市長の秘書業務であるので、妥当である。

目標達成度 i 
有一、~.，・H・.，;.~・....・...… I 

:効 |類似事業の存在 |存在しない
性ト'、ヘ ，'"1 

J i上位施策への貢献度|施策体系外

|実施主体の適正化 |適正である
効~;;..;.い;...;:.;.;;..:..;，;;，，::..;.;;;....;.....1

丸率'1受益者負担の適正化l適正である

性 |トト卜…"山…...….. 

i同コス卜効率 J 汀二 1適正である

.十

向今の性後方 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期
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様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局呈・所(係)I 秘書課

小項目(

庁議に関する事務事業

歪|嘉忠立王子ま霧車結論fJLE繋!対象!市長、各部長を中心とした庁議メンバー

市|う。 I手段|毎月 1回程度開催(必要に応じて随時開催)
概|
要'

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

国庫支出金

支出

内

財 県支出金
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源

ぷE』ヨ 計 。 。 AEb3 - 計

人件費概算
|人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I__ I I.d.H :t"，，，，， 1 
1 0.31 1，732，2叫 | 算入 | 無 I I会計種別| 一般

活動指槙または成果指標

1 1庁議の開催回数

21庁議に付した事案数

3 

.目的の妥当性 妥当である
妥 t.........;..................................1
当 l自治体関与の妥当性 l妥当である
性 ト | 

l対象(受益者)の妥当性| 妥当である

|目標達成度
有~;........，...................;.........;....I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 iυl

l上位施策への貢献度|施策体系外

1実施主体の適正化 |適正である
効~.....，..;;...........，......，，;:.，;...........;I

率 |受益者負担の適正化|適正である
、性 l、 i ・1

.コスト効率 |適正である

H26 

14 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H27 1 I H2S-i目標 l

17 

達成
度

81 1 72 

.. 

。

匹亡日

決算額(円)

。
経常

庁議を効率的・効果的な協議の場とするためには、案件となっている議題についての情報等について、庁議メンバーに事前
に配布することが必要である。そのためには、庁議メンバーを含め、各部署においても庁議に諮る案件については、事前に
準備してもらえるよう周知するとともに、担当部暑と何を協議し、決めなければならないのかを明確にしなければならない。

課題

、今の向性後方 計画どおり事業を進めることが適当 改時善期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局直・所得)I 総務課 法制係

ぷ事百て

市議会対応事務事業

歳 出一 予算現額{円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源

合計 。 。 dロL 計

人件費概算 |疋弧間人tzi||官lI無|同問| 一般

活動指標または市馬首謀 H26 

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|市議会に関することであり、妥当である。

ilei示場FE--FI--三百:]!ちヨ京五j今55史認;:253ぢ;:::
対象(受益者)の妥当性|妥当である|市議会を対象としており、妥当である。

目標達成度
有~.....'.....;.，.i.....;;;........;..............1

効 |類似事業の存在 |存在しない
性~.:...:...，..:..........，.....， ...;.............I

上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 |適正である|市が主体となって行うものであり、適正である。
効ト...・M ・-……………………1.............................1
率 |受益者負担の適正化|適正である|受益者負担は求めない。
性 i……H ・M ・....………….;.;....1

コスト効率 適正である|経費を要しない。.. 
課題

今の向性後方 l 計画どおり事業を進めることが適当

.:ii Jゼロ予算事業

改善
時期

。

匹仁日

決算額(円)

。
経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|諜帰回室・所(係)1 総務課 法制係 回二日
中項目( 小項目I

行政区域関係事業

ー10市の境界の確認等に関する事務
主 I~ 町又は字の区域の新設等に係る告示
概 10新たに生じた土地の確認に関する事務(権限移譲)

要

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

j原割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財調

A 計 。 。
1=1 

dロ』 計 。
|人工数(人役)1入件費(同)] 1交付税r-:I I ~~~=g; []11 I 6~ I 

人件費概算 I 0叶 肌吋 |算入|無 II会計種男川 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 1. H26. 1 、H27 1 I H28 1目標 l

1設定しない|設定しない 1 1設定しない|達成

1 I境界確認等の実施件数 I 0 I 1 I I 1 I 度

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|適正な行政運営につながるものであり、妥当である。
妥 t……................・M ・-….....，.............................，
当 l自治体関与の妥当性| 妥当である|市が実施するものであり、妥当である。
性ト...........・H ・......…………十…・・ | 

対象{受益者)の妥当性|妥当である|市の行政区域を対象としており、妥当である。

目標達成度
υ 有 1.....:，;.....，..........~，..，..." ，.....，.....1 
| 効 !類似事業の存在 |存在しない

性 f.;，..........，.......，.....，..."，......;;..1
土佐施策への貢献度 l施策体系外

実施主体の適正化 適正である|市が実施主体となるものであり、適正である。ー
ぐ 効 t…....・H・....・M ・.....…・…・・…....，…・…・・・ 1 

率 |受益者負担の適正化|適正である|境界確認証明書を発行する際は証明手数料を徴収しており、妥当である。

11$ t;:~; 、 1....iii.~:;;~....1Iコスト効率 |適正である|事務事業の過程において、無駄はない。

.レ
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期一

。



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 総務課 法制係 匹I16 I 
中項目(

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国康支出金

支 員オ 県支出金
出
内

j原割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源

dE』2 言十 。 。 dEL 3 言十 。 。
人件費概算 !人工数(人官|人{牛間~ I 想見|無 I~到 一般 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指様ま正可証裏福覆 H26 I H27一寸 I H28 | 回題

l!l 医
2 

3 

目的の妥当性 妥当である|連絡調整事業は、より良い行政サービスの提供につながり、妥当である。
妥}…H・M・.......……・…・……l

差 |自治体関与φ妥当性|妥当である|連絡調整事業は、市が実施するべきものであり、妥当である。

凶 E対象(受益者)の妥当性|妥当である|連絡調整事業は、市民、各種団体等を対象として行うべきものであり、妥当である。

目標達成度
有 t.........，............................'..'..1
効 l類似事業の存在 l 存在しない
性 f......"...........，;.....:.，.;....，........1

上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 |適正である|連絡調整事業は、市が実施主体となるべきものであり、適正である。
効 l 、一 l
率 |受益者負担の適正化|適正である|特に経費を要しない。
性 ~~:..;;....;..................................I

コスト効率 適正である|特に経費を要しない。

..... 

課題

、今の向性後方 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 総務課 法制係

中項目( 小項目(

公印管理事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 、歳 入 予算現額(円)

庁用器具費 6，000 6，000 国庫支出金

支 財 県支出金
出
肉

j原割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 6，000 

.g. ヨ 計 6，000 6，000 ぷE』ヨ 計 6，000 

人件費概算 l人四ザ~人叩~ Iず]無|佳弘 一般

※上段.目標中段:実績下段・達成率

活動指標または成果指標 H26 I 官互すーっ I . H28 |目標

1.............................1 l 宣

2 

3 

目的の妥当性 |妥当である|文書事務の適正化につながるものであり、妥当であるo

i l当日時刻:記長官三千日双子255:
対象(受益者)の妥当性|妥当である|庁内事務を対象としており、妥当である。

目標達成度、
有~...........;...，.............， ............;..I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f.............;.......;...，.......，..........1

|上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 適正である|市が実施主体となるものであり、適正である。
効 t.".・H ・....・H ・H ・M ・...…....;.........1.............................1
率 |受益者負担の適正化|適正である|負担を求めるものではない。
性H-...，.…・…f……….......…・1.............................，

コスト効率 |適正である|事務事業の過程において、無駄はない。.. 
課題

I 今の後方 計画どおり事業を進めることが適当
向性

L11 

改善
時期

匹仁口

決算額(円)

6，000 

6，000 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課骨宮・所得)I 総務課

国民の簡易迅速な権利救済を図るとともに、行政の適正
対象 市民全般な運営を確保することを目的として設けられている行政不

事 服審査制度の全面改正がなされ、平成28年度から、審
業 査請求の一元化、審理員制度、第三者機関への諮問制 手段 行政不服審査制度の運用
概

度等が導入された。審理員に関する業務については市
要 において、第三者機関に関する業務については山口県

市町総合事務組合が行う。
意図 適正な行政運営を図る。

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入

山口県市町総合事務組合負担金 10，000 10，000 国庫支出金

支
出
内

財 県支出金
j原割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源

dEb3 h 計 10，000 10，000 dロ』 計

， I ....n、 E ，、

人件費概算

活動指標ま正直武栗宿事

1 I審査請求件数

H26 H27 

2 

3 

目的の妥当性 |妥当である|行政不服審査法に基づくものであり、妥当である。

法制係 回三日
小項百T

予算現額(円) 決算額(円)

10，000 10，000 

10，000 10，000 

一般 臨時

I....~.~.=:..~....r存.設.不~~審査法花墓-ニヲぎ:審査請.求.を:斐I子\定行.故芹苫じで有量!i9Æ3t'1めを主任を審...
自治体関与の妥当性|妥当である|

課題

今の後方

向性

特記
事項

1.ししし“山…….“….目….日……….“….日…一…………・・・・..1.套土:{!Þ.虫~.c??，弘.妥当主長豆旦..................
対象(受益者)の妥当性|妥当である|行政処分に対し、審査請求を行う者を対象としており、妥当である。

目標達成度

類似事業の存在 存在しない

土位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 |適正である|行政不服審査函こ巷プき、審査庁(市)、あl回

.....:J ....~~.~.~~~~...J震).;が主i主主主-?玄n2.~自主岳払.適正点在{!.~…............
受益者負担の適正化|適正である|受益者負担は求めない。

コスト効率 適正である|事務事業の過程において、無駄はない。

.レ

計画どおり事業を進めることが適当 |諒l



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 

中項目(

事|固定資産の価格に対する不服の申出があった場合、固
業|定資産評価審査委員会を開催し、不服についての審査
概|及び決定を行う。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委員報酬 43，000 14，310 

支
出
内
訳

dEb3 h 計 43，000 14，310 

総務課 ~ヨ法制係

固定資産評価審査委員会事務

疋

ム基亙主盃

固定資産税の課税の公平を期する。

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源!割

地方債
内合
訳 その他

一般財調 43，000 14，310 

dロL 計 . 43，000 14，310 

|人工数(人役)1τ瓦拝葺(p:j)] I交付税| 鉦 I I ~ .. ~~~:~l oru I 
人件費概算 I 0.11 れ叫 | 算入 | 、 II玄計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I . H26 I H27 I I H28 1目標 l

1 設定なし | 設定なし I I 設定なし |達成
1 I審査委員会開催件数 r-------------i------------T-----------z-----------1 I --------()------------l 度

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|地方税法で設置が規定されており妥当である。
妥
当
性

自治体関与の妥当性| 妥当である|地方税法に、市町村に固定資産評価審査委員会を設置すると規定されており、妥当である。

I.... -;，.~.=::.::;....r地芳税.法?と;..閏箇[定資産あ?宿面格l花ξ舟.じ=でと末H版巨部あ.苔答巴.おほぼ.:了;
対象(受益者)の妥当性| 妥当である|

| |に審査の申出ができる旨の規定があり、妥当である。

目標達成度

類似事業の存在 |存在しない
有
効
性

土位施策への貢献度|施策体系外

|効 I実戸体の適正化 |適正である

!率 |受益者負担の適正化|適正である
性!........;.;.......'............;......;.:;....!

l ・コスト効率， 適正である

..... 

課題

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

特記
事項



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート!課・局副室・所(係)I 

中項目(

総務課 匹I18 I 法制係

小項目(

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 28，000 20，183 

支 テレピ受信料 87，265 87，265 
出

防災協会負担金 10，000 8，700 
内
訳 市町飽合事務組合負担金{自治会館分) 46，000 45，550 

その他 26，000 5，000 

ぷロ』 言十 197，265 166，698 

他に属さない事務事業

対象|市民・市民団体・各種関係団体、各種関係者

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他 雑入 47，000 16，250 

一般財源 150，265 150，448 

d田b嶋 計 197，265 166，698 

人件費概算 |人工数(人間人{22;211官 lI無|恒到 一般 経常

H26 j吾妻6指標または成果指標

30 

H27 

30 

1 1市史等の販売数(冊) 31 13 

103.3% I 43.3% 

21新年互例会の参加者数(人)
O
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目的の妥当性 妥当である 円滑な行政運営を図る上で必要な事務事業であり、妥当である。
妥

自治体関与の妥当性!
-・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.....................................................................................................................

性当
妥当である 市が実施すべき事務事業であり、自治体の関与は妥当である。

ー...........・・・・・・・・・・・・・・e・・・・・・・・・・・・・................................. -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー・・............................................................................................................................
対象(受益者)の妥当性 妥当である 市民や様々な団体等を対象として実施するものであり、妥当である。

目標達成度 概ね達成している 多様な業務を行っており、概ね達成している。
、有 .................、........................... -・・・・・・・・・・......................................................................ーー...............................................................................................................

効 類似事業の存在 存在しない
性 -・・・・・・・・・・・・・・・・・..........................-・・・・・・・・・・..................-・・・・・ー...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...........................................................................................................................ー・・

上位施策への貢献度 施策体系外

|効
実施主体の適正化 適正である 市が実施主体となるべきものであり、適正である。、、
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..........-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

率 受益者負担の適正化、 適正である 市が経費を負担すべきものであり、適正である。
性

ト効率
..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................................................................................................................

コス 適正である 効率的に実施されており、適正である。

.レ
課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

特記
事項



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 

士 10国の栄真i県の表彰に係る被表彰者の推薦

芸 I~市の功労者一般表彰等
概10市のスポーツ文化功労者等の表彰

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委員報酬 30，000 28，000 

支 賞賜金 170，000 162，540 
出

消耗品 27，715 23，079 
内
訳 印刷製本費 12，000 12，000 

.g. ヨ 計 239;7151 225，619 

総務課 法制係 回二日

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

員オ 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

一般財j原 239，715 225，619 

AE』2 計 239，715 225，619 

人件費概 |人瑚人間人間hil官|無|同町| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I H26 1 H27 1 I H28 |白煙 l

1 I表彰者数 i竺
2 

3 

目的の妥当性 妥当である|栄典・表彰等は、円滑な行政運営につながり、妥当であるD

妥 t..・M ・-………・・"・M ・M ・...…・十…・ 1 

当 |自治体関与の妥当性| 妥当である|栄典・表彰等の事務は、市が実施すべきものであり、妥当である。
性ト...・H ・......・H ・.........・M ・;.，:..，:.......1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|栄典・表彰等は、市民及び市民団体を対象として行うべきものであり、妥当である。

目標達成度'
有~.....:;.;，...............;..，:.......， ..;;....I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f::......."........ .::......~:..............I 

l上位施策への貢献度|施策体系外

|実施主体の適正化 |適正である|栄典・表彰等は、市が実施主体となるべきものであり、適正である。
効、 ト・……………....・M ・..，…ベ l 
率 |受益者負担の適正化|適正である|栄典・表彰等は、市がその経費を負担すべきものであり、適正である。
性 L……H ・H ・...…………1.............................1

|コスト効率 適正である|栄典・表彰等は、毎年、効率的に行われており、適正である。

.レ
被表彰候補者について、推薦漏れがないよう、常日頃から情報を収集する。

課題

今の後方

向性

特記
事項

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課E局・室・所(係)I 総務課 法制係

大項目(政策)

施策体系外
r官許面否一

小項目(

文書・法制関係事務事業 その他法制関係事業

0訴訟、和解及び不服申立ての総括事務 対象庁内及び市民全般
事 O行政手続法及び行政手続条例に基づく総括事務

業 O住民投票条例に基づく総括事務 手段各課への助言・指導等を行う。
概10直接請求(条例制定改廃等)の事務

要 O法令等の運用・解釈の助言・指導並びに法令集等整 意図適正な行政運営を図る。
備

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

消耗品費 1，744，304 1，744，304 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

j原割
地方債内合

訳 訳 その他

一般財j原 1，744，304 

dE』ヨ 計 1，744;304 1，744，304 dロ』 計 1，744;304 

人件費概算 i人工数(官|入tfEi||宝~I 無 Il::竺|一般

活動指標またほ戒泉宿覆 H26 H27 

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|適正な行政運営につながり、妥当である。
妥 f……M ・M ・..._.…・..u...…….t............................t
当 |自治体関与の妥当性|妥当である l市が実施するものであり、妥当である。
性ト………・…・…・………斗 十

対象(受益者)の妥当性l妥当である|庁内及び市民全般を対象とするものであり、妥当である。

ト I目標達成度
有 ト・・・....・M ・-……… T 

十効 |類似事業の存在 |存在υ旨い

fl雨量二雨量制伝説什
実施主体の適正化 |適正である|市が実施主体となるべきものであり、適正である。

効ド…………"…………4・ ・ 4 
率 i受益者負担の適正化|適正である|負担を求めるものではない。
性トー……………….........十・・ -十

|コスト効率 i概ね適正である|加除図書の取捨選択をする余地がある。

課題

今の後方

向性

特記
事項

..... 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

回二口

決算額〈円)

1，744，304 

1，744，304 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室・所得)1 総務課 法制係 回二日
.小項目(

文書管理事務関係機器更新事業

市役所にはがきを圧着する機器であるドフイ、ン フ (連対象庁内事務
事続帳音対応)を1台設置していたが、それが故障し、部品

業の保障期聞が終了しているため、修理することができず、 手段文書管理事務の適切な運用
概使用不能となった。ドライシーラーは、納付書や督促状な

要どの発送に当たり、必要不可欠の機器であるため、更新を 意図効率的な行政運営を推進する。
図った。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

庁用器具費 2，440，800 2，440，8001 国庫支出金

支
出

内

財 県支出金
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 2，440，800 2，440，800 

合 計 2，440，800 2，440，800 dロ~ 計 2，440，800 2，440，800 

E ' 血 3， E 且L 宮E冒

人件費概算 !人工数(漂い伴罫ヰ|智|無|匝画 一般 臨時

活動指標または成果指標 H26 H27 

2 

3 

|目的の妥当性 |妥当である|事務の効率性を図るものであり、妥当である。
妥ト…………………・4 ・↓
当 |自治体関与の妥当性|妥当である|市が実施するものであり、妥当である。
性 ~....・M・...・M・....・M・-…・....・-…・・4 ・十

|へ I対象(受益者)の妥当性| 妥当である|庁内事務を対象としており、妥当である。

有 |目標達時 T 

効 |類似事業の存在 |存在しない
性ト.........……… 4 

1土位施策への貢献度|施策体系外

| 効 |実施主体の適正化 |適正である l市が実施主体となるものであり、翌正である。

、率 |受益者負担の適正化|適正である|負担を求めるものでない。
性ト……………………十 ・十

コスト効率 |適正である|事務事業の過程において、無駄はない。

..... 
課題

今の向後方性〆 計画どおり事業を進めることが適当
改善

|時期

笠l



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 

中項目(

事 I~市職員等民周知徹底を図る事項について適宜庁内放
業|送を通して情報伝達を行う。
概 10電話交換手を通じて代表電話にかかった外線を適宜
要|関係部暑につなぐ。

総務課 法制係 匹1 14 1 

庁内放送・庁内電話管理事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) i 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

支
出
内
訳

2 

3 

修繕料 626，400 626，400 国庫支出金

通信運搬費 3，819，376 3，668，169 財 県支出金
源害IJ

地方債
内合
訳 その他 雑入 50，000 

一般財源 4，395，776 
aEEヨh '8'十 4，445;776 4，294，569 .g. ヨ 言十 4，445，776 

人件費概算
|入工数(人役n人件費(円l2J 1交付税r-:I C 二孟1

. 1 11 2，肌7叶 | 算入 | 無 1 1会計種別| 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率
若動指標または成果指標 H26 H27 I 1. H28 I目標 l

達成
度

35，990 
4，258，579 
4，294，569 

経常

目的の妥当性 妥当である|庁内放送・庁内電話の適正管理は、円滑な行政運営に資するものであり、妥当である。

ilEiH持労骨子:r::~~:~~~::::J日夜:Ed--155育長当日i;;2555;:::::
対象(受益者)の妥当性|妥当である|対象は、適正な行政運営を行う上で必要な庁舎管理であり、妥当である。

.目標達成度

il併特定.......1"..宗主"T
上位施策への貢献度|施策体系外

|実施主体の適正化 |適正である|庁内放送・庁内電話は市が管理すべきものであり、、実施主体は適正である。
効 1..;，...;::..，.."...:.'...............'.，......1

:1空警空空翌空翌里!?|!EE22lfh警交iTrkJ空!?.T竺望今空空!?:?j空空士三台史，，翌.5fT27.
Lょ

課題

今の向後方性

特記
事項

コスト効率 概ね適正であるIIP電話の導入などでコスト削減を図っているが、使用に応じて電話料金が掛かる。

.い

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 総務課 法制係 回ココ
中項目( jj\~頁百て

例規関係事務事業

ー10各課が起案する例規について福尋三扇言を行うととも

芸|に審査を行う。
概 I~ 公布・告示・公告等の公告式を統括する。 I 手段|各課への助言・指導等を行い、例規集を管理する。
10市の例規をデータベース化し、管理するとともに、ホー.

要|ムページで公開する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

例規データ更新委託料 7，806，456 7，806，456 国庫支出金

支 例規、ンスァム使用料 648，000 648，000 財 県支出金
出
内 1

源割
地方債内合

訳 訳 その他 雑入金 624，000 669，060 

一般財源 7，830，456 7，785，396 

.g. ヨ 言十 l 8，454;456 8，454，456 dE』ヨ 計 8，454，456 8，454，456 

l瓦主張京在刀人件費(円〕 JI交付税I:i I'-:-~~æ一1
人件費概算 I 0叫 ω~~'， ~;11 I 算入 | 無 I I会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I H26 I H27 I I H28 !目標
I ~定しない| 設定しない II 設z宗戸しない|達成

審査凱した捌例規伽の件慨数(仇う灼ち条矧例、規員則服U収及び哨司司訓H怜|令物の |……………..…… .. …..古2詳存"……………….. ……… .. …… .. …...t↑十.日…………….目……….目……….目…….日….日.. “11百砕研百砕研砕存.…………….. ……… .. …… .. … .. 
件数) ト・….....・H ・...・H ・....↓..........………・・・1I ι」二一

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|市の例規を管理するものであり、妥当である。
妥 t........…・......・M・...・M・.....…....，.............................，

当 l自治体関与の妥当性| 妥当である|市の例規は、市が定めるものであり、妥当である。
|性}…・…H ・M ・.......・H ・-………斗…… l

対象(受益者)の妥当性|妥当である|市の例規は、庁内及び市民全般を対象とするものであり、妥当である。

目標達成度

i l併特定.........1"..存152::::::
上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 |適正である|市自らが行うものである。
効ト・........山……………↓ l 
率 |受益者負担の適正化|適正である|例規の更新に当たり、病院局、水道局から負担金を取っており、適正である。
性 l………HA，---UH----Hnud--…...1.............................1

J、

課題

今の後方

向性

特記
事項

コスト効率 適正である l事務事業の過程において、無駄はない。.ト
例規シスァムを活用しア「ータ作成の省力化を図るo

複数人数による審査体制の確立を図る。

計画どおり事業を進めることが適当 改時善期
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平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 

大項目(政策)

施策体系外
z 許菌若一

文書・法制関係事務事業

法制係

小項目{

文書管理事務事業

ーO文書事務め語語
事10文書管理システムの管理
業10郵便物等の受取及び差出並びに支所等への文書逓
概|送
要10文書事務に係る消耗品の一括購入

0印刷機・圧着機・裁断機の管理

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費・印刷製本費 4，050，231 4，050，231 

支 通信運搬費 16，109，784 16，109，784 
出

機械器具借上料 2，618，280 2，618，280 
内
訳 手数料 37，800 37，800 

4ロ』 言十 22，816，095 22，816，0951 

対象|庁内事務

手段|文書管理事務の適切な運用

意図

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金

源内 割合 地方債

訳 その他 コピー代 100，000 124，736 

一般財源 22，716，095 22，691，3591 

4ロ』 言十 22，816，095 22，816，09割

人件費概算 |よ工数(人民|人T5271|官|無|隔制 一般 経常

H26 活動指標または成果指標 H27 

2 

3 

妥
目的の妥当性 妥当である 効率的な行政運営につながるものであり、妥当である。
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー.........-・・・・.......................................................................................................................................................................................... 

当 自治体関与の妥当性 妥当である 市が実施するものであり、妥当である。
性 ..................，.......................... -・・・・・・・・・・・................-・・・・・・・・・・......................................................・...............................・.................................................................

対象(受益者)の妥当性 妥当である 庁内事務を対象としており、妥当である。

目標達成度

ー効性有

..................曲.............，‘酔..........-・・・・・・・・・・・・・・・・・・....................................................................ー.................................ー・・・・.................................................................

類似事業の存在 存在しない

上位施策への貢献度

............................ ................................................................................................................................................................... 
施策体系外

効率性

実施主体の適正化 適正である 市が実施主体となるものであり、適正である。
ー.....ー・...~.................~...... -・・・・・・・・・・・・..............................ー・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..............................................................................................................................

受益者負担の適正化 適正である 実費(コピー代)を徴収しており、適正である。
-・・・・・・・・・・・...・・・・・・・・・・・・・・・.............-・・・・・・・・・...................................................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・.............................................
コスト効率 適正である 事務事業の過程において、無駄はない。.. 
0 文書を保存するスベ スが不足しており、各部署においても保存しきれない文書が多くあり、文書保管庫を早期に確保す

‘る必要がある。

課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

1:.:; 



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課首局・室 a所 得 )I 

事 I~芹吾可司辺敷地・附帯施設の1直面記菅重の実施
業 I~計画的な改修・修繕の実施
概10外線の電話交換の実施

中項目(

総務課 法制係 回二日
小項目(

庁舎管理事業

要 意図|庁舎を適正に管理することで、円滑な行政運営を推進する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予事事覇{円) 決算額(円)

光熱水費 16，303，738 15，456，815 国庫支出金

支 警備委託料 7，216，000 7，215，696 財 県支出金
出

設備保守委託料 2，352，122 2，352，122 
内

源割
地方債

内合
訳 清掃委託料 4，320，000 3，944，624 訳 その他 雑入等 364，360 369，389 

その他 8，432，757 7，720，349 一般財源 38，260，257 36，320，217 

dロL 言十 38，624，617 36，689，606 dE』3 言十 38，624，617 36，689;606 

|人工数(人役)1人件費〈円)1 I 交付税~ 1.....d...-=-.. L:J:g;C;，:1 
人件費概算 | 0.61 山~I 算入 | 無 I I会計種別| 一般 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 1 . H26. 1 H27 1 I H28 1目標 l

!烹窓会.~.....l 穂役 1 1 開会.~.....J管

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|庁舎等の適正管理は、円滑な行政運営に資するものであり、妥当である。
妥口「…...・H ・..…・・"・H ・H ・..............十… 1 

、当 |自治体関与の妥当性|妥当である|庁舎等は市が管理するものであり、妥当である。
性ト........一……H ・H ・..…・・…..1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|対象は、適正な行政運営を行う上で必要な庁舎等であり、妥当である。

|目標達成度
有 、f;....・・・山H ・...… ....;.....，'...........1 
効、|類似事業の存在 |存在しない
性、ト叩・ | 

|上位施策への貢献度|施策体系外

i実施主体の適正化 |適正である|庁舎等は市が管理すべきものであり、実施主体は適正である。
| 効 I~・H・...・H・-……………↓ ・ ・・・…l
、率、|受益者負担の適正化|適正である|庁舎・周辺敷地等の管理経費は、市が負担すべきものであり、適正である。
ゐ性ト………-…-……...・H ・...…1.............................1

.1コスト効率 |概ね適正である|老朽化によりコスト増が見込まれるが、概ね適正である。

F 課題

今の向方性後

特記
事項

.. 
0庁舎の老朽化に伴い、不具合や破損が散見される。

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局宮・所得)I 

世，地方公務員法第45条、地方公務員災害補償法第69条、
夏|労働基準法第7珠労働者災害補償保険法第l条、第3
概|条に基づ、く事業であり、公務中の災害を補償することで、
要|公務に集中できる職場環境を提供する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

議員及び非常勤職員公務災害補償 300，000 。
支 賠償金 500，000 。
出
内
訳

ぷロ』 計 800，000 。

人事課 給与係

11':項百I

公務災害事務

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 800，000 

r dEbZ h 言十 800，000 

人件費概算 !人工数以矧入{先制 |官|無 l~竺| 一般

2 

3 

活動指標または成果指標

公務災害発生件数に対する補償件数
(指標設定できない)

H26 

……・3砕……・"1・・…・・"'6{1平…

匹仁日

決算額(円)

。
経常

目的の妥当性 妥当である|地方公務員法、地方公務員災害補償法、労働基準法、労働者災害補償保険法に基づく事務
R 妥 t....~..........................・H・H・-・・・・ .j.............................1

当 |自治体関与の妥当性| 妥当である|地方公務員法、地方公務員災害補償法、労働基準法、労働者災害補償保険法に基づく事務
性 r...........・H ・.....・H ・-………1.............................1

l対象(受益者)の妥当性| 妥当である|地方公務員法、地方公務員災害補償法、労働基準法、労働者災害補償保険法に基づく事務

l目標達成度

i l桝害対.:.......T...町三:]~~~設所持者保..が:ザーザー所持11FH:
f .1上位施策(の貢献度|施策体系外

|実施主体の適正化 |適正である|地方公務員法、地方公務員災害補償法、労働基準法、労働者災害補償保険法に基づく事務
t効ト-…………………….1.............................1
率 i受益者負担の適正化|適正である|地方公務員法、地方公務員災害補償法、労働基準法、労働者災害補償保険法に基づく事務

3性 l...;……………………1.............................1
コスト効率 適正である|法に基づき負担すべきもの

.レ
発生した公務災害については速やかに補償等対応しているが、そもそも公務災害を発生させない取組みが必要である。

J課題
、

今の向後方性

特記
事項

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課品宮個所得)1 人事課 回三日
中項目( 小項目(

臨時職員に対する公務災害補償

歪|持皇室喜安売25222Z52Z諜葬祭事|対象|臨時職員

ま|条に基づく事業であり、公務中の災害を補償することで、|手段|公務中に発生した災害に対する補償
霊l公務嶋中できる職場環境を提供する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

公務災害補償負担金 160，020 160，020 国庫支出金

支 財 県支出金
出

内
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 160，020 160，020 

合計 160，020 160，020 合計 160，020 160，020 

人件費概算 |人工数引人τ241|官|無|恒副 一般 臨時

活動指標または成果指標 H26 H27 

1 I公務災害発生件数に対する補償件数

2 

3 

妥 .目的の妥当性 |妥当である|地方公顕在????男子???:??号号、労働者災害補償保険法に基づく事務

当 |自治体関与の妥当性|妥当である|事業主が実施すべき業務
性ト…………・・…………1.......................… l

対象C受益者)の妥当性| 妥当である|事業主が職員に対し実施すべき業務であり妥当

目標達成度
有 t....“………..山……..山..山..…….山…"山……..山……..山……..………..一…….“…..山....………..…..…….“………..山……..山..山...十"………..….“.………..……….“…..…..………..…..….“.日……….日….目……….目….日….目..

l 効 |類似事轄業の存在 | 存在する |地方公務員法、地方公務員災害補償法労働基準法労働者災害補償保険法叩く事務
性 F~..，.......，.，.......................， .;...I.............................1

.上位施策への貢献度、|施策体系外

実施主体の適正化 適正である|事業主が実施すべき業務

i l希子科房長I5551:!主主主主持者二二二二:::::::

課題

、

今の後方

向性

特記
事項

コスト効率 適正である|法に基づき事業主が負担すべきもの

..... 

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート!課・局・室町所得)I 人事課

ホ項百{

_1ストレスチェック制度の導入により、労働者のメンタノレヘノレ
主|ス不調の未然防止、労働者自身のストレスへの気づきを

毒|促す、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげるこ
要!とを目的とする。

ストレスチェック制度の実施

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

ストレスチェック検査委託料 511，000 433，955 国庫支出金

d 支内出
財 県支出金
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 511，000 

ft ヨ 計 511，000 433，955 ぷE』コ 計 511，000 

人件費概算
I人工数以役:rrAl晴 I両日 |交付組 I """ I じ孟孟司
1 0.21 1， 叫86411 算ぷ|無 1 1会計種別| 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率
活動指標または成果指標 H26 H27一寸 I H28 I目標 l

1 Iストレスチェック実施者数

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|労働安全衛生法に基づく事業主の義務
妥 卜ト..山………..山…..山…..山..………..山…..山…..山....………..山…..山..………....………..….一そ竺………….“…….“…….“一……….“山…..山…..山.“………….“……..……..…..“….

当 |同自治体関与の妥当性| 妥当である|労働安全衛生f法去に基づく事業主の義務
性 }ト卜“……….目….目一…….日….“….目.………..…..…..……・・…i・………|… l 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|労働安全衛生法に定義

目標達成度 概ね達成しているl対象者のほとんどが実施している。
有 r…...・H ・..・…...・M ・………・1

| 効 |類似事業の存在 |存在しない

性斗福二伝説|議長瓦|両日以ぷ説言語言説五五エ説

実施主体の適正化 |適正である|労働安全衛生法に基づく事業主の義務
効~..............:......'， ò................ ， ...1

率 I受益者負担の適正化|適正である|労働安全衛生法に基づく事業主の義務
性 I 、 l

課題

今の後方

向性

特記
事項

コスト効率 適正である|労働安全衛生法に基づく事業主の義務

.レ

改善
時期

達成
度

匹1 12 1 

決算額(円)

433，955 

433，955 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局宮・所得)I 人事課 給与係

小項目(

共済組合事務

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円7
遺族年金 792，000 792，000 国庫支出金

支 財 県支出金

出内
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財瀬 i 792，000 

dE』ヨ 計 792，000 792，000 AEb2 h 計 792，000 

人件費概算 !人瑚人間人間~ I官昆|無|住面 一般

活動指標またIま蔵菓子音覆1 H26 H27 

小野田市職員退職年金条例に基づく遺族年金のI…H ・H ・....……….t
1 6凶 1 6回

給付数 l……"……・…i

2 

3 

| |目的の妥当性 |妥当である|地方錫員法第43条暗づく福利厚生時
妥 l…-…・ 1.............................1
当 i自治体関与の妥当性 I妥当である|地方公務員法第43条に基づく福利厚生事業
性 f.......・H ・............…十…・……|…|

対象(受益者Jの妥当性| 妥当である|地方公務員法第43条に基づく福利厚生事業

l目標達成度

il持者6FE:::::::[:ZFEEl-z銭安説得三淳子持者........ 
上位施策への貢献度|施策体系外

I実施主体の適正化 |適正である|地方公務員法第43条に基づく福利厚生事業
効ト…….....一円……… ・4
率、|受益者負担の適正化j適正である|地方公務員法第43条に基づく福利厚生事業

!性ト……....・H ・A……山 ;.....d
1コスト効率 |適正である|地方公務員法第43条に基づく福利厚生事業

課題

円ー

今の後方

向性

特記
事項

.レ

計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

匹I10 I 

決算額(円)

792，0001 

792，000 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課E局副室・所(係)I 人事課 人事係

中項目( 小事百I

職員共済会事務

事|地方公務員法第42奈立基づく地方蚕真団体(J)轟轟轟
1:1務。
~I各種給付金の給付事業や、人間ドック、、利用助成など‘福利
重|厚生事業のほか、プロ野球観戦など、職員の元気回復事

l業を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

職員福祉費 3，402，000 3，380，000 

支
出

内
、訳

，Ee3 h 計 3，402，000 3，380，000 

歳入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 3，402，000 

4E』3 計 3，402，000 

人件費概算 |人工数(人問人{25Li|想見|無|匝画 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率
活動商標言正面成馬首謀: H26 1 官互すーっ I H28 l目標 l

1 1人間ドッグ申込者に対する受診者数 :::::ij法::::::|:::::izi::::|l::::::議会二世
2回 1 3回

21元気回復事業(プロ野球観戦等)実施回数 2回 1 3回

100.00% 100.00% 

3 

i目的の妥当性 |妥当である|地方公務員法第42条に基づく義務業務
妥ト;…H ・H ・...........……H ・H ・...1.............................1
当 |自治体関与の妥当性|妥当である|地方公務員法第42条に基づく義務業務
性 F・M ・-………・…....・H ・..…1.............................1

i対象(受益者)の妥当性| 妥当である|地方公務員法第42条に基づく義務業務.

目標達成度 |達成している|地方公務員法第42条に基づく義務業務
有ト……...・M ・..…………1.............................1
効 l類似事業の存在 |存在しない|地方公務員法第42条に基づく義務業務
性~...・H・..………….........“…1.............................1

上位施策への貢献度|施策体系外

|効|実施主体の適正!じ |適正である|地方公務員労42条に基主勢業務

、率 |受益者負担の適正化|適正である|地方公務員法第42条に基づく義務業務
性ト……………………1.............................1

司スト効率 |適正である|地方公務員法第42条に基づく義務業務

.レ

3回

3回
[臼8ぽ広日8b説.E品百ι仁仁"………..….“…....1日.

回コヨ

決算額(円)

3，380，000 

3，380;0001 

経常

元気回復事業については、平成27年度にレノファ山口の応援ツアーを加えたが、より多くの職員が参加できる取組みが必要
}である。
また、平成29年度から、 13市職員親睦体育大会が再開見込みであり、その運営方法等の検討が必要である。

課題

v 今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

[]雪



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室鋼所得)I 

中項目(

人事課 人事係 匹仁日
IJ\~亘百 I

定期健康診断事務

手段|労働安全衛生法に基づく健康診断等の実施

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

産業医委託料 240，000 240，000 

支 職員健康診断委託料 6，059，000 5，723，182 
出

アレルギー検査委託料 216，000 216，000 
内
訳

4E2Z h 言十 6;515;000 6，17Q，182 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 6，502，000 6，179，182 

ぷE』ヨ 言十 6，502，000 6，179，182 

入件費概算 |人工学咋~人tZ71 |官lI 無 ll::竺| 一般 経常

31ハチアレルギー検査陽性者へのエピベン配布数 3人 1 4人

j舌副指標または成果指標 1 .H26 1 H27 

1 611人 1 654人

1 1健康診断の受診者数(人間ドック受診者を除く) 1 611人 1 654人

100.00% I 100.00% 
I 25人 1 10人

該当部署の対象職員数に対するハチアレノレギー I............:;~;.ï;.........t2 I~~~;::~~::.，~..!".w--，'-/':J 7 "o.J' - "  " ...，... ¥ I 25人 1 10人
検査の受診者数 I..........::::-:::'.::.........~ 

l00.00% I 100.00% 

3人 1 4人

100.00% 100.00% 
町

W
而

人
一
川

2
u

∞
 

-
噌

Eム

目的の妥当性 妥当である|労働安全衛生法に基づく事務

i!日付労組:25妥伝労笠長さ子持:::::::::::::::::::::::::
対象(受益者Jの妥当性|妥当である|労働安全衛生法に基づく事務

目標達成度 1達成している|労働安全衛生法に基づく事務
有ト…H・H・-山…………….1.............................1

効 |類似事業の存在 |存在しない|労働安全衛生法に基づく事務
性 f..;"...・M ・M ・...…“........“…..1.............................1

上位施策への貢献度|施策体系外

|実施主体の適正化 |適正である|労働安全衛生法に基づく事務
効 }…山川…...・H ・-……….1.............................1
ヘ率 l受益者負担の適正化|適正である|労働安全衛生法に基づく事務
性

コスト効率 適正である|労働安全衛生法に基づく事務

4巳
健康診断の結果、要再検査又は要治療と診断された職員への対応

課題
T 

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

[]空



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート!課同宣冒所得)I 

中項目〈

企画課 企画係 匹I2 I 
小項目(

自治基本条例見直し事業

自治基本条例

自治基本条例審議会における検討

自治基本条例の見直し

.".; 1 r市民が主役のまちづくり」の実現を目指して、自治基本
主|条例が平成24年即日から施行された。同条例第35条
概|の規定により、 5年を超えない期間ごとに自治基本条例審

|議会において見直しを検討することが定められており、平
要|成28年内に見直しの検討を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委員報酬 180，000 72，000 

支 消耗品費 20，000 14，688 

出肉、

訳

dEbコ. 計 200，000 86，688 

蔵 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源害IJ

地方債
内合
訳 その他

一般財源 100% 200，000 86，688 

dEb 3 言十 200，000 86，688 

人件費概算 i人工数(人記|λ司羽|想見|無|恒副 一般 臨時

活動指標または成果指標

1 I自治基本条例の見直し検討

手
…
手

口
一
着
…
着

同
一
討
…
討

一
検
…
検

6

…
 

2

…
 

H
 

100.0% 

2 

3 

l 、 I目的の妥当性 |妥当である|施策体系外の事業で、条例により義務づけられており、事業実施の必要性は高い。
妥 ， ト..・・・H ・M ・...…..…-…-……1.............................1
当 |自治体関与の妥当性| 妥当である|山陽小野田市自治基本条例第35条の規定により、見直しの検討が義務付けられている。
、性ト…………………...・H ・-…1.............................1

|対象(受益者)の妥当性l妥当である|全市民が対象となる。

目標達成度 達成している|予定どおり平成28年度中に自治基本条例審議会を開催し、見直しの検討を終えた。
有 t..・H・H・.....……..…......…・1

効 |類似事業の存在 I存在しない

性|斗通量二雨量言語|首謀仁三;這|両副議両五房長日記長ぷ日;

|実施主体の適正化 |適正である|自治基本条例審議会において検討することとされているため、妥当である。
効f.;..，，，，，~・H・……........……1.............................1

率 I受益者負担の適正化|適正である|市全体に関するものであり、特定の者に受益者負担を求めることは適当ではない。
叫 いH ・H ・...………………….1.............................1

iコスド効率 |適正である|用紙代等の会議開催に必要な経費及び委員報酬以外に特別の費用は生じていないロ... 
山陽小野田市自治基本条例の施行(平成24年1月1日)から年数が経過する中で、条例の理念について周知を図る必要が

，ある。

課題

、今の方後}
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

見直しの検討を行うべき年:平成33年、平成38年、平成43年・・・



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課E 局宮・所(係)I 企画課 企画係 回二日
中項目(

第二次山陽小野田市総合計画策定事業

士，第一次山陽小野田市総合計画の計画期聞が平成29年
夏|度で終了することから、市民参画の下、第一次の検証を
概|踏まえ、平成30年度以降のまちづくりの指針となる第二
要|次山陽小野田市総合計画の策定に取り組んでいる。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円〕 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

委員報酬 240，000 212，000 国庫支出金

支 消耗品費 30，000 30，000 財 県支出金
出

策定支援委託料 3，000，000 3，000，000 
内

;胃割
地方債内合

訳 保険料 8，000 7，738 訳 その他

印刷製本費 36，720 36，720 一般財源 3，314，720 3，286，458 

dロ』 計 3，314，720 3，286，458 dE』Z 言十 3，314;720 3，286，458 

人件費概算 !λ工数(官141宮司|官T無 Il:竺リ 一般 臨時

活動指標または成栗福覆 H26 H27 

1 I第二次山陽小野岡市総合計画策定

2 

3 

目的の妥当性 妥当である 市政運営の最上位計画として必要であり、市自治基本条例第15条においても規定がある。
妥 ..........ー.........................ー.....，・・ -・・・・・・・・・・・・・・ー・..........................................................................................................................................................ー-ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当 自治体関与の妥当性 妥当である 市政運営の最上位計画として必要であり、市自治基本条例第15条においても規定がある。
性 -・・・・.......................................................ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............................................................................・・..................................

対象(受益者)の妥当性 妥当である 市民と行政がまちづくりの方向性を共有し、一体となって取り組むための計画であることから、市民全体が対象となり妥当であるe

目標達成度 概ね達成している 平成29年度末の完成に向けて作業を進めている。
有 .........................ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ....・・・・・・・・・・・・・............-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.....................................................................................................ー・・・・・・・・・・・・・・・...................

効性
類似事業の存在 存在しない

-・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・...-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................................................................................................................................

上位施策への貢献度 施策体系外

実施主体の適正化 適正である 策定作業の一部を民問委託するが、素案作成は市民まちづくり会議、市民アンケートを踏まえて全庁体制で行う。

効率
-・・・・・・・・・・骨唱，町骨・・・・..........................-・..........................................................................................................................................................・・・・・・・・・・ー....・・・・・・・・・・・・・・・・...・・・・

受益者負担の適正化 適正である 計画策定業務のため、受益者負担を求めることは適当ではない。
性 ............................................ -・・............................................................................................................................................................................................... 

コスト効率 適正である 現在の事業費からこれ以上のコスト削減の余地はない。

.い
平成27年度に市民アンケートを実施し、平成28年度に市民の意見を反映させるため、山陽小野田みらい会議、地域懇談
会、若者みらい会議を開催し、また並行して職員による計画作成の協議を行ってきた。平成29年度は、実施を予定する事業
及び事業費をとりまとめ、財政見込と照らし合わせながら、重点的事業を定めてして。また、基本構想について基本構想審議

課題 会の提言を受け、パブ、リックコメント、議会の議決を経て完了する。
、

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当 改時期善

向性

L21 



様式1号(事務事業評価)

差出諒謂慨詰理詰盟諸Z51対象!地方自治法第252条…開の規定曜づく 調査

読|定期的に作成されるもので、総務省より「地方財政白書JI手段|国の定める調査表に基づいて作成・提出
!として公表されるものである。 I E I'-¥."!'" '-~~"_-"I'"'-Q.l U"_' ，" V/.o.JQ I意図|決算状況の把握・分析

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 財政課 財政係

jl¥項百T

地方財政状況調査(決算統計)事務

匹I9 I 

歳出 予算現額C円) 決算額(円)

支
出!

内
訳

dE』ヨ 計 。 。

歳入 予算現額(円〉 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債 l

内合
訳 その他

一般財源

合 計 。 。
人件費概算 |人四人間常羽|習tI什同司| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I H26' I H27 I I H28 1目標 l

5 I 5 I I 5 I達成
1 1決算統計対象会計数 r.......…・8…・....・'T……-EM-----…Ir......日 5

2 

通普

3 

目的の妥当性 |妥当である

ii丹時現|:::主主主主主主512215?:155主主計三日当日予定115:
対象(受益者)の妥当性| 妥当である

目標達成度 I達成している
有1.;.;，......，..;.......，..;，.....，............1.
効 |類似事業の存在 | 存在する
性 』十

上位施策への貢献度|貢献している

実施主体の適正化 |適正である
効".I........".......:...~.......;..;.......;， .:.:.I 

の察 |受益者負担の適正化|適正である
性 f...::.;;.“........…........・M ・・I・..…...・H ・......……i

|コスト効率 l検討が必要|作業量が多く、より効率的な手法を確立し、調査票作成にかかる回数の圧縮を図る必要がある。

.レ
引き続き、調査表作成要領等に従い正確な分析を行うとともに、事務分担等により効率的な調査表作成を行う。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期



平成28年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 

中項目(

士 i地方蚕丙税算定の?とめ、交付税算出資料を存歳子るロ
芸1・普通交付税:各種基礎数値の提出(日月)、県へ算
四 l出資料を提出・交付額決定(7月)、翌年度基礎数値の提

霊|出(10月)
1・特別交付税:各種基礎数値・資料の提出(9月)、交付

様式1号(事務事業評価)

財政課 財政係 匹仁田

地方交付税事務

歳 出 予算現額L円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

支

出内

訳

ilヨ悔 言十 。

L 人件費概算

活動耳寝言売は成果指標

1 I普通交付税の交付決定額

21特別交付税の交付決定額

3 

源財 割
県支出金

地方債
訳内合

その他

一般財源。 4E』3 

106.3% I 104.27% 
670，000千円 I670，000千円

r':;o'2;9'39平目T'i397五日手肖“
104.9% 1 104.11% 

計

目的の妥当性 |妥当である|地方交付税の算定を通じ、必要な財源を確保している。
妥トM ・M ・...............・M ・-………1.............................1
当 I自治体関与の妥当性|妥当である|地方交付税法に基づく事務である。
性 L……………H ・H ・H ・...…..1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

。
一般 経常

|有 lp???;ザ |聖子.日v三lE?????!?ff??三県主任!????と""(V'0
0

効 i類似事業の存在 l 存在する
性 f........・M ・..ァ・4・・ ・4

1上位施策への貢献度|貢献している

|実施主体の適正化 |適正である

I :. l受益烹担の適聖化|適空である

。

コスト効率 検討が必要|担当課との連携強化や算定資料作成マニュアノレ化などにより業務時間の削減余地がある。

.レ
課題

今の方後、
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 財政課 調整係 匹I11 I 
小項目(

健全化判断比率及び資金不足比率の算定事務

...，.，地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、
主|国の定める調査様式に基づき算定する。

事|き査委員による審査の後、意見を付して議会へ報告す|手段|決算数値をもとに、国の算定様式により算定

要ld民に対しては、市広報及びホームページを通じて公表.

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

国庫支出金

支 財 県支出金
出

訳内

;胃割
地方債

内合
訳 その他

一般財源

dEb3 h 計 01. 。 dロ』 計 。
人件費概算 l人工数(官「セ羽|習|無|同尚一l一般

活動指標または成果指標 H26 H27 

実質赤字なし
実実質質赤赤字字ななしし| 法に基づく健全化判断比率(実質赤字比率)の適

実質赤字なし1正な算定 .................u.......... -・・..........................
100.0% 100.0% 

14.3% 12.1% 
法に基づく健全化判断比率(実質公債費比率)の -・・・.........................-・ー・.........................

12.8% 11.6% 2 
適正な算定(数値は3か年平均)

ム1.5ポイント ム0.5ポイント

県内平均55.8%県内平均49.2%

3法に基づく将来負担比率の適正な算定 65.70% 60.30% ............................. ............................. 
+9.9% +11.1% 

目的の妥当性 |妥当である|法律に基づき、それぞれの地方公共団体が算定する
妥 | …H ・M ・..………u ・H ・M ・....1.............................1

決算額(円)

経常

当 !自治体関与の妥当性| 妥当である |法に基づく指標により、監査の意見蓄を添えて議会に報告することで、財政の健全性を明らかにする
性.1..:・....…...・H ・-…...・H ・・・?….1.............................1

}対象(受益者)の妥当性|妥当である|地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく事務

有占?空開 |黙と土乞
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 1....."..，...........;.，.................;.....1

上位施策への貢献度|貢献している

-実施主体の適正化 |適正である
効 トトト...…..

f 率 l受益者負担の適正化|適正である
性 1.........，.，.....，;......，.:.............，...1

|コスト効率一 |適正である

..... 
指標の改善については、長期的な視点による取組が必要

課題

. 

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性
改時期善

。



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課唱・室・所(係)I 財政課 調整係 匹I12 I 
中項目( 小項目(

財務諸表作成事務

歪lE2建設lZ芸品官官げ躍なzgZ|対象|普通会計

霊|年度決算以降は新たな統一的な基準による財務書類を|手段|総務省改訂モデノレ及び統一的な基準による財務書類の作成
芸l作成する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

I .支
国庫支出金

財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合

I訳 訳 その他

一般財源

idEbZ h 計 ;.0 、。 dロ』 計

人件費概算 !人工数(人七|人匂 I想見|無|国画 一般

93舌動指標または成果指標

1 1財務諸表数

基礎的財政収支
21 

(実績数値は、作成年度の前年度決算数値)

31財務書類の作成モデ〉レ

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H26. I 古「寸 1. H28 1呂標 l

I 4 I 1 4 I達成
r 4 I r 4 -1 度

l00.0% I 100.0%I I 100.0児ー

300，000千円 1300，000千円 1 1 300，000千円

1，003，000千円|ム1，436.000千円1 12，050，000千円
「…"………….. ……… .. … .. ….".11涜S泣Z正:b説'%………….. 一….. 山"T下J'"…….. …...五，47子花3正8:五5~誌拡Ïo....l
総務省改訂モデル|総務省改訂モデル1I総務省改訂モデル

総務省改訂モデルl総務省改訂モデルI I総務省改訂モデル

。

目的の妥当性 妥当である|財政運営の健全化に向けて、資産・債務管理や予算編成等に活用する

i:骨宣伝が聖子r三三五五日時五五五精子宮511袋三z::::::::::::::::
.対象(受益者)の妥当性i妥当である

目標達成度 達成している|国の新地方公会計整備の要請によるもの
有 t.......一-…・…・・…......・M ・..:..，

効 |類似事業の存在 |存在しない

性『斗伝言二記長説|説日;五|長編みぶ幸福品五日AZ
実施主体の適正化 |適正である

効 1.;......，.....，...."，....，................;1
率 |受益者負担の適正化|適正である
性 I 、 l

決算額(円)

経常

コスト効率 適正である |会計的な知織が必要なことから、財務書類作成にあたって職員育成や会計士等のサポートについて検討が必要

..... 
-公表については、決算確定後、早期に分かりゃすく公表するロ

。

-平成28年度決算からは統一的な基準による財務書類を作成することになるため、固定資産台帳の整備や複式簿記の導入などを計画的に
取り組む必要がある。固定資産台帳整備については、平成27年度から着手し、平成28年度末に完了している。

課題 -現行の総務省改訂モデルによる財務書類の作成については、特別会計、企業会計等を含めた連結財務書類の作成が課題。
-財務諸表をどのように活用するかの検討が必要
-国は、地方団体に対し、平成28年度決算から統一的な基準による財務書類の作成を要請しており、従来の総務省改定モデルによる財務

，書類の作成は平成27年度決算をもって終了している。

今の向後方性 事業の終了
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 

中項目(

t ・l予期せぬ損害に迅速に荷応し、市有爾産の損害補てん
主|及び市の賠償責任の負担に備えるため、市民賠償責任

管財課 財産管理係 回コヨ
炉事百T

市有財産損害保険事業

事|保険、建物火災宇険及び道路賠償保険への加入及び保|手段|保険の加入手続き及び事由発生により保険請求事務を行う
|険請求事務を行フ
II':/..."'n......... -::t"' 'J/..1 t..:.. 1" ./0 I意図|市有財産の損害補填及び市の賠償責任の負担に備える

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 ' 入 予算現額(円)

保険料 679，993 679，993 国庫支出金

支 員オ 県支出金
ー出

内
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 679，993 
d回~ 言十 679，993 679，993 合 計 679，993 

人件費概算 一般

活動指標または成果指標 H26 

1 I損害発生件数(目標は設定しない)
回…・…併..........r...・H ・-・lf平…

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|市有財産の損害補填及び市の賠償責任の完遂のため、妥当である。
l 妥 r・・M・M・....・H・・H・...…H・H・-・・・・，.............................，
当 |自治体関与の妥当性|妥当である|市有財産の損害補填及び市の賠償責任の完遂のため、妥当である。
性}…H ・H ・...・M ・..………….......…1.............................1

ー対象(受益者)の妥当性|妥当である|市有財産の損害補填及び市の賠償責任の完遂のため、妥当である。

目標達成度
有‘ド寸
効 |類似事業の存在 l存在しない

性王伝説おふii証言|議証言瓦|
|実施主体の適正化 |適正である|市有財産の損害補填及び市の賠償責任の完遂のため、適正である。

効~..・H・....・H・…………H・H・H・ ..1.............................1

γ率 |受益者負担の適正化|適正である|市有財産の損害補填及び市の賠償責任の完遂のため、適正である。
1 /性!ーが…… ....:......1....:==..-:...:..:::....1

Bコスド効率 ， 1適正である

今の後方

向性

特記
事項

なし

一 .レ

計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

決算額(円)

679，993 

679，993 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 管財課 財産管理係 匹仁日
IJ、項百I

市有財産維持管理事業

ー，市有扇雇菅亙蓮膏指針厄墓弓き、雨有爾産の遍正な維
芸|持管理を行う。あわせて、財務規則に基づく市有財産の
概|総括的管理を行う。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額{円J 歳入

需用費 97，772 97，772 国庫支出金

支 役務費 34，555 34，555 財 県支出金

出内 委託料 1，589，570 1，589，570 
源割

地方債
内合

訳 使用料及び賃借料 124，000 119，224 訳 ーその他

その他 1，053，617 320，581 一般財源

合 計 2，899，914 '2，161，702 dE』Z 

人件費概算

若覇指標ま正面或菓子盲標 H26 ， H27 

1 1草刈等件数(目標設定はしない) 26酋iFJT'・57存Tzi酋前:'s'of.平.

21修繕件数(目標設定はしなし、)
o砕……・.T.........6存.....

3 

目的の妥当性 J 妥当である|市有財産の管理であり、妥当である。
妥 h・M・.....川・・・・・・…・・….....・M ・叩 1 

当 |自治体関与の妥当性|妥当である|市有財産の管理であり、妥当である。
'性ト…H ・H ・...........…・…・…・・..1.............................1

|対象(受益者)の妥当性|妥当である|市有財産の管理であり、妥当である。

有 |目標空成度 1 

、効|類似事業の存在 |存在しない

性j“….一..

い， Iμ止上二位施策への貢献度I施策体系外

|v F|実施主l体の適正化 1適正である l市有財産の管理であり、適正である。
効1….o....・H・...….........・H・.....….1-............................1
率 l受益者負担の適正化|適正である 1市有財産の管理であり、適正である。
性，トー...・M ・-….....・H・..山…ι;..1.............................1

コスト効率 適正である .. 

計

予算現額(円) 決算額(円)

2，899，514 2，161，702 

2，899，514 2，161;702 

一般 経常

老朽化により使用不能な公共建築物や法面等有効活用不能な市有財産が増加しており、そのような物件についても、建物

今の向方性後一

特記
事項

の共済保険料や修繕費、及び草刈等の委託料などの費用が発生する。

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課局・室・所得)I 管財課 財産管理係 回二日
中項目 C 小項目(

庁用自動車管理・運行事業

差|碍需主、零時三官胃主雰誰|対象|管問一車問約車

事|両供給と効率化及び維持管理費の軽減を図る。 1手段 l庁用自動車管理規定に基づき適正な管理・運行・整備を行う

要 1 1意図|公平な車両供給と効率化及び維持管理費の削減を図る

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

消耗品 130，859 64，885 国庫支出金

支 燃料費 4，112，383 3，598，621 財 県支出金
出

保険料 886，621 886，621 
内

源害Ij
地方債

内合
訳 機械器具借上料 3，643，000 3，590，916 訳 その他 保険収入 500，000 

その他 884，400 284，400 一般財源 9，157，263 

合 計 9，657，263 8，425，443 AEbヨ. 計 9，657，263 

人件費概算
人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 1_ 1 Iム世話白川 i
| 3叫 9，437'，a991 I 算入 | 無 II会計種別| 一般

活動指標または成果指標 H26 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H27ーI I H28 I目標 l

11共用車の一日平均稼働率

2 

3 

86% 89% 

達成
度

目的の妥当性 妥当である|一元管理による効率化と維持管理費用の軽減であり、妥当である。

15l!的所持:r::~~:~:広[!:~:~~長51;記長;::二 : 
対象(受益者〕の妥当性|妥当である|市の公用車であり、妥当である。

|目標達成度
有， ~..，.....;，;...:~:.;.'~~.，.，....~;....;;..........I 

〆効 I類似事業の存在 |存在しない
性， ~.':..;'..;.;.;;';.;..，.........~.;...，........'.::I 

上位施策への貢献度|施策体系外

刻字民主体の空正史 |適正である仁元管理による効率化と維持常費用の軽減労り、妥主ある。
I I I 

率 1受益者負担の適正化|適正である|市の公用車であり、適正である。

世;1コスト効率 十 三 |適正である i

.レ

決算額(円)

269，012 

8，156，431 

8，425，443 

経常

、共用車が不足する事態が頻繁に発生している。共用車の保管場所の増設等、共用車を増車する方法を検討する必要があ
る。

-課題

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

[J雪



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課局・室・所得)I 情報管理課 統計係

事|統計の普及と統計技術の向上を図り、地方統計の発展に寄与す
lるために、山口県統計協会の正会員として負担金(法令外)を負

業|担する。山口県統計協会は、統計普及事業として統計大会の開
概|催、調査員の表彰、研修、各種統計図書の刊行をしており、正会
要|員には山口県統計年鑑等統計図書を無償頒布している。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

山口県統計協会負担金 7，000 6，600 

支出

内
訳

dEbヨh 計 7，000 6;600 

小項目(

山口県統計協会負担金負担事業

山口県統計協会

正会員として、負担金を負担する

意図|地方統計の発展に寄与するため

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 i その他 県民字幅輯瞳111置会 7，000 

一般財源

dES2 h 計 7，000 

人件費概算 l人閣官~人件15161 鷹hI [竺弘 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 H26 1 古デ寸 I H28 |目標

l!l 直

2 

3 

匹I14 I 

決算額(円)

6，600 

6，600 

経常

目的の妥当性 概ね妥当である|地方統計の発展に寄与することを目的に、県及び市町が共同で協会を設立しているためロ
妥 t.....・M ・...ー...................・H ・H ・.，.............................，
当 }自治体関与の妥当性 i概ね妥当である|地方統計の発展に寄与することを目的に、県及び市町が共同で協会を設立しているため。
性 l・...…・H ・..…......……・1.............................1

|対象(受益者)の妥当性|概ね妥当である|地方統計の発展に寄与することを目的に、県及び市町が共同で協会を設立しているため。

目標達成度
有三~ ぅ 〆 :・1

効 |類似事業の存在 l 存在しない
性い :，.......，..........1 

上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 |概ね適正であるt地方統計の発展に寄与することを目的に、県及び市町が共同で協会を設立しており弘、概ね適Eでtあbる。
効 1トトトト"山………..山…..山………..山…..山…..山………..山…..山…..山....………..…………..……..パ...ぷ..…….一プ
率 l受益者負担の適正化|概ね適正であるるf牌協会段立の趣旨副カかミもら弘、事業勲にこ哨必要罫fよ堪経費を県と市町が共同で負担すべきものであり、特定の受益制2いない事業である。

、性|…………………………1.............................1・

課題

I 今の向性夜方

コスト効率 |概ね適正である近年、協会において毎年会費の見直しを行い、減額されてきている。会費の見直しを今後も継続して求めていく必要があるロ.. 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

近年、協会において毎年会費の見直しを行い、減額されてきた。また、山口県民手帳の販売斡旋報償金を財源として当
てている。法令外負担金。



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 情報管理課 統計係

中項目(時時、

一l山口県統計調査員確保対策事業要綱に基づき、国及び
主|県が実施する統計調査に従事する統計調査員を確保し、

調査員確保対策事業

匹I13 I 

事|その資質の向上を図る。 I手段|公募、啓発等により統計調査員希望者を登録し、研修を行う

要.

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額{円) 決算額(円)

消耗品費 7，026 3，026 国庫支出金

支 通信運搬費 7，974 7，974 財 県支出金 100% 15，000 11，000 
出
内

源割
地方債

内会
訳 訳 その他

一般財源

dロ』 計 15;0001， 11;000 合!計 15;000 11，000 

入件費抑算 i入閣漂いセ羽|想見|無|同問| 一般 | 経常

a ※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 1 H26 1 

1 1断新一査醜員撒数 t.....弓..

2引l昨年度宋現在の登録調査員数 ，.............~~............f............~.!............， I............~~ 
100.0% I 87.7% 

3 

目的の妥当性 |妥当である|県委託事業である。
妥 1....'..・M ・-山M ・M ・...…月....・...…1.............................1

J 当よ|自治体関与の妥当性|妥当である|県委託事業である。
性， 1.，.………………………1.............................1

、|対象I受益者)の妥当性| 妥当である|県委託事業である。

目標達成度 |概ね達成している|目標を概ね達成しているo

~ 1特務ζ.....'1"..;日;;:::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度 l施策体系外

l実施主体の適正化 |適正である|県委託事業である。

効 }卜宇"…，り山山.. …… .. …....………"………… .. ………… .. 山….. …… .. …..~..……… .. …… .. ….目F一….一……1一"

率率、|受益者負担の適正化j適正である|県委託事業である。
性、ト……"……L一…...山.

|hコスト効率 、 1適正である|県委託事業である。

..... 

93.2%・ |普通

-山口県統計調査員確保対策事業要綱第4条第2項(1)エにおいて、登録すべき者の数は「経済センサス基礎調
査の調査区数に 2分の 1を乗じて得た数Jとされており、山陽小野田市の数は 59である。

-経済情勢の変化に伴い、統計調査業務が複雑化・困難化しており、プライパシー意識の高まりによる協力意識
課題 の低下など統計調査をめぐる環境が一層厳しさを増している状況で、統計調査員の確保が困難になっている。

-今後も啓発して確保に努める。

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当 改時期善

L21 



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|謀唱喧 ・ 所 得 )I 情報管理課 統計係 匹1 12 1 

基幹統計調査の実施に関する事務

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

学校基本調査 4，000 3，800 国庫支出金

支 エ業統計調査(準備業務) 40，000 4，700 
出

経済センサスー活動調査 2，451，000 2，298，899 
内

財 県支出金 100% 2，495，000 2，307，3991 

源 割
地方債内合

訳 訳 その他

一般財源

4z2ョh 計 2，495，000 2，307，399 AEb ヨ 計 2，495，000 2，307，3991 

1.. À{4Jt~~ ..，人工数(人役)I人件費(円LJI交付税 I<1m: 1 1 A山 町 1 ~"'/Ù 1 
人件費概算 1 1.71 7，772，6叫 | 算入 | 無 I I会計種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I H26 .. I H27 I I H28 1目標 l

I 6 1 4 1 I 3 1達成

1 1基幹統計調査の実施数(準備業務も含む) 1 6 1 4 1 1 3 1  度
100.0% I 100.0% 

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|法定受託事務である。
妥 t...:・円…….....・M ・………I.............................t
当......1自治体関与の妥当性 1妥当である|法定受託事務である。
性~，.・H・..…….....……...・H・':....1.............................1

1対象(受益者)の妥当性|妥当である|法定受託事務である。

目標達成度 |達成している|目標を達成している。
I 有 |い"山………..山…………..山……..山……..山…..山.“.……….“山山.“山…..山....一………..山…..山.“...……….“山…..山....………..山…..山....山………..山....一…円..山…..山汁..

効 l類似事業の存在 I存在しない
性}、イ

i lよ位施策への貢献度|施策体系外

|効 l空警警円府主 lFfffl????.t??.
:率 I受益者負担の適正化|適正である|法定受託事務である。
性 1:..・H ・-……・……...・H ・-…...1.............................1.

.コスト効率

， • 
ト

|課題

F 

今の向性方後

特記
事項

適正である|法定受託事務である。.. 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室 a所(係)I 高齢福祉課 福祉指導監査室

中項目(山町、 1]、項百I

社会福祉法人の指導監査事務事業

士 a山口県からの雇面移譲f;:J:正平成語卒4月カ毛在幸福
芸|祉法に基づき、山陽小野田市内のみで事業を行っている
概|社会福祉法人の指導監査に関する事務を健康福祉部関
要|係4課で各々実施しているo そのうち、高齢者施設の法人

l運営及び全法人の会計処理に係る指導監査を行う。

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

国庫支出金

支 財 県支出金
出
内
訳

源割
地方債

訳内合
その他

一般財源
4E』Z 言十 。 。| 4ロ』 計

人件費概算 F抗予~)J士;珂丙?|有|ド計判一般

活動指標または成果指標 1 H26 1 H27 

I 6 I 10 
実地監査指導法人数(健康福祉部全体)2年に一卜 .........;;.............t

I 6 I 10 
度実施 I..............:::.............~ 

100.0% I 100.0% 

21所轄の社会福祉法人数 16 

3 

目的の妥当性、 |妥当である|適切な指導監査の実施
妥ト………............……1............................・|
当 }自治体関与の妥当性|妥当である|法定受託事務
性ト……H ・H ・-…………ー.':1・ ..................1 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|法定受託事務

目標達成度 達成している|適切な指導監査の実施
有 t...……"・1・・………・・……l

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 }“...........・H ・..............…・・・…・1..・H ・....……….......1・

土位施策(の貢献度|貢献してしい、泊る|法定受託事務

l実施主休の適正化 |適正である l法定受託事務
効 lトい"…………..……..…………..山…..山…..山.......… 

Jん A率~寸i受受i益者負担の適正化 1適正である|法定受託事務
性性.fト"…………..…………..……..……..…...……..山..山..川"…………"…….....…………H…….日..………..………...・4 ・十

コスド効率 |適正である l法定受託事務 .ト

16 

。

匹I74 I 

決算額(円) 1 

。|

経常

会計処理に係る指導監査を行うためには、担当職員のスキルアップが必要で、あるo また、この度の社会福祉法の改正により、
事務量が増加しているロ

課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当
改善

時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課局宮・所(係)I 国保年金課

中項目(世問、

国保係 回コヨ
小項目(

後期高齢者医療保険料徴収事業

事|高画著面医療の雇謀記蘭する法律により平成20年4月に
品|創設された後期高齢者医療制度により、保険料の収納業

譲|務を行い、徴収した保険料を広域連合へ納付する。滞納
要|者には督促を行う。。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 41，000 35，460 

支 印刷製本費 648，000 383，259 
出

通信運搬費 142，000 63，593 
内
訳 手数料 197，000 183，235 

dEaヨh 言十 1，028，000 、 665，547

人件費概算
|人工数I瓦在ITA停葺1PITl

0.61 2，238，4051 

75歳以上及び65歳から74歳までの一定の障害のある方

手段|保険料の徴収及び滞納者への督促状送付

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

源財内 割合

県支出金

地方債

訳 その他 督促手数料 145，000 131，000 

一般財源 883，000 534，547 

4EL ヨ 計 1，028，000 665，547 

|想見|無| 会計種別 特会(後期) 経常

H26 活動指標または成果指標

1 1督促状発送件数

H27 

1，172 1，245 

21収納率(特別徴収+普通徴収)

100% I 100% 
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3 

目的の妥当性 |妥当である 1r高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
妥ト・H ・M ・....……H ・H ・....・M ・-…・1.............................1
当 |自治体関与の妥当性|妥当である 1r高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
性ト………....・H ・.....・H ・...…..1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である IJ高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。

。達成している
有 1............................................，
効 l類似事業の存在 |存在しない
性 r....:..:.:';........................'....:...1

上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 |適正である 1r高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
効 3 ト叫ん"……;…..........…..1.............................，
率 |受益者負担の適正化|適正である Ir高齢者の医療の確保に関する法律」による。
性 1...・H ・..…………………1.............................1

コスト効率 適正である 1r高齢者の医療の確保に関する法律」によるD

..... 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善
時期 二向性

特記 | 
|目標値の設定にそぐわない

事項 | 



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課局・室・所(係)I 国保年金課 年金高齢医療係 回三日
小項目(

後期高齢者医療一般管理事業

事|高齢者の医療の確保に関する法律により、平成言扉同月
業jIこ創設された後期高齢者医療制度の実施に伴う、システ
概|ムの軽微な改修、納付書等の発送、過誤納金の還付処
要l理、システム見直しに要する経費等の負担。

75歳以上及び65歳から74歳までの一定の障害のある方

納付書等の発送、必要なシステム改修等

市民サービスの利便性の向上

歳 出】 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現顧(円)

消耗品費 59，000 58，564 国庫支出金

、支 通信運搬費 5，212，000 5，118，249 Rオ 県支出金
出

保険料過誤納還付金 1，025，000 468，331 
訳内

癒内 割会 地方債

訳 その他 保障軒過固柚置付金 1，025，000 

一般財源 5，271，000 

合計 、6，296，000 5，645，144 d広hヨ幅 計 6;296，000 

人件費概算
l人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I~ I 1~'::::;'_l_~;I;I:l II.1 a.+-_̂-I/.-('_.f:H]¥ I 
| o叫 5，485，6叫 | 算入 | 無 I I会計種別|特会(後期)I 

若覇指標言正直麗裏福覆 H26 
※上段:目標中段:実績下段:達成率

H27 1 I H28 1目標 l

1 175歳以上の被保険者数 9，647 9，812 

2165歳以上75歳未満の被保険者数 295 285 

3 

目的の妥当性 妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
妥 t，....・M ・....・M ・-….....・H ・....・H ・.....1..........・H ・......・H ・ 1

当 |自治体関与の妥当性|妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
性 1……H ・H ・...…....・H ・.............+............................1

| |対象{受益者Jの妥当性|妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律による。

目標達成度
、有 f.;..，.....;...........;...~......;， .;........I 

| 効 |類似事業の存在 |存在しない
性~;;.....:..........;...;;.........， ...........I

|上位施策への貢献度|施策体系外

ー実施主体の適正化 |適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
効1，...……………………..1.............................1
率 |受益者負担の適正化 l適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
性 l...・H ・…………………1.............................1

課題

今の方後

向性

特記
事項

コスト効率 適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。

...... 

計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

達成
度

決算額(円)

454，595 

5，190，549 

5;645，144 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局直鋼所(係)I 国保年金課 年金高齢医療係 匹1 18 1 

小項目(

後期高齢者医療事業(広域連合へ納付)

.".;，.1高画著丙医療の確保ヒ蘭す吾語葎I;:J::'9，平成20年4月
主|に創設された後期高齢者医療制度により、運営主体であ

毒|る山口県後期高齢者医療広域連合が賦課する保険料を
要|徴収し、広域連合へ納付する。

対象 175歳以上及び65歳から74歳までの一定の障害のある方。

手段|保険料を徴収し、広域連合に納付する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

事務費負担金 20，665，000 20，664，342 国庫支出金

支 保険基盤安定負担金 209，016，000 209，015，396 
出

後期高齢者医療保険料納付金 747，982，000 729，570，470 
内

財 県支出金
j原書IJ

地方債
内合

訳 訳 その他 保険料 746，868，000 

一般財源 230，795，000 

4E』コ 計 977，663，000 959，250，208 dEbZ h 計 977，663;000 

人件費概算
l人工数(人役)Tよ件葺I円}l

061 2，238，4051 官見|無| |会計::~IJ I 特会(後期~

活動指標または成果指標 H26 H27 

1 175歳以上の被保険者数 9，647 9，812 

2165歳以上75歳未満の被保険者数 295 285 

3 

目的の妥当性 妥当である Ir高齢者の医療の確保に関する法律」による。
妥 t..・M ・..........…H ・H ・....・H ・....・H ・...1.............................1
当 |自治体関与の妥当性|妥当である Ir高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
性}………・…・……・M ・M ・.....・H ・I.............................j

対象(受益者)の妥当性l妥当である 1r高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。

目標達成度

|有 }"71
2 効 l類似事業の存在 |存在しない
性 f::.......;;:..:......;.......................1

|上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 |適正である Ir高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
l 効:卜………….........……+...................:........+

率 l受益者負担の適正化|適正である Ir高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
性 i…...........・H ・...………..1.............................1.

課題

今の向後方性

特記
事項

コスト効率 適正である Ir高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。

..... 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

決算額(円)

724，560，795 

234，689，413 

959，250，208 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課伺・室・所(係)I 健康増進課 健康企画係

11¥項百T

実習生受け入れ業務

歳 守出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

国庫支出金

支
出
内

財源割
県支出金

内合 地方債

'訳 訳ー その他 看趨実習生霊託料 104，000 

一般財源、

合計 。 。 4ロ!!h 計 104;000 

人件l費概算 !人工数常|人件関~ 1 宝~I 無川亘画 一般

H26 活動指標または成果指標

1 1実習受け入れ校数
...7校・…...r........・3夜……Ir…・・・・1夜…

21実習生の数
1.....・・ 22A・.......r..…" .[EX-----

21人

3 

|目的の妥当性 |妥当である|次世代の地域保健従事者の育成に寄与している。
妥 h……μ……H・M・...・J・…ぺ l
当 i自治体関与の妥当性|妥当である|教育カリキュラムの中での地域看護、公衆栄養学が必須となっている。

l性 1.;.:.....・M ・..………...・H ・...…1.............................1
|対象(受益者)の妥当性|妥当である|将来看護師、保健師、栄養士を目指している学生の実習である。

目標達成度

51併殺を::::|:民主:
土位施策への貢献度|施策体系外

効~~.~~~.~空空!?:|再三~~....I.=存主烹許認!?fTfjf3.127.
2事 |受益者負担の適正化|概ね適正である
性}】:、|

コスト効率ゐ l概ね適正である

.レ
守 h

課題

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当

特記 | 
|目標設定にそぐわない事業

事項 l 

改善
時期

匹I32 I 

決算額(円)

105，260 

105，260 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局直・所得)I 市民課 住民係 匹亡日
小項目(

臨時運行許可事務事業

歪曜鰐嘉諜翠:君宅t摂界E匙主ι説与益足話害詐樗手緊問Z認効z到!対象!陣道蹴路運送車両法伽の運断行要耕件を揃満献たし凶申恥い車両

=1要がある際、要件を審査のうえ5日聞を限度として臨時運|手段|運行許可申請を受付け、臨時運行許可証を交付する
慨|行の許可を与える。道路運送車両法、山陽小野田市自動E E 

要|車臨時運行許可に関する取扱規則に基づき実施 |意図|臨時運行許可により自動車の登録・検査が円滑に行われる

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 11，000 10，578 国庫支出金

支 財 県支出金
出

内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財j原 11，000 10，578 

dE』2• 計 11，000 ，10，578 合計 11，000 10，578 

1 .. A {4JU!t. 1人工数川)1人件費(円円 [交付税| 鑑 I I :e:雪 I -lIIW I 
人件費概算 I 0叶 肌 9，叫 | 算入 | | |EJ種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 。 1 H26 1 H27 1 I H28 1目標 1

設定しない|設定しない 1I設定しない|達成

1 1臨時運行許可件数 1 443件 r-----452件 1 r 417件 l 度

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|自動車検査登録上必要不可欠である
妥 t;..;，..........・.......................…1.............................1

当 |自治体関与の妥当性| 妥当である|道路運送車両法により市が臨時運行許可の事務を実施するように定められている
性ト……………………，.........1.......................…|

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|臨時運行許可を必要とする個人又は法人

目標達成度i l務所主........T...思21J:::
上位施策への貢献度|貢献している

実施主体の適正化 |適正である l道路運送車両法に基づく法定受託事務であり適正である

il許税務T'"日51:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
コスト効率 l適正である|コストは人件費と最小の消耗品のみであり、事務取扱職員も最小限である

.レ
申請時の目的外使用や必要以上の期間での申請による貸出、返却期間の5日聞を過ぎても許可証及び番号標を返却しな

いケースが見受けられる。貸出期間については、申請時に貸出理由と行き先等の聞き取りを行い、適正な期間のみの貸出に
なるように注意し、期間経過の未返納者には、電話催告、督促状の送付を行い、期間内の返却を遵守してもらえるよう努め

~課題 る。

今の方後‘

向性

特記
事項

職員のスキノレアップを図るo

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局呈・所得)I 市民課 住民係 INol 11 I 
中項目( IJ'項目(

船員事務事業

t ・1 船員は、船員手帳を受有しなければならないため、地方
事|運輸局で手帳の交付申請等を行う必要がある。しかしな

概|がら、地方運輸局の窓口は少なく不便であるため、運輸|手段|手帳の交付、訂正、書換え及び返還、雇入雇止の確認を行う
|大臣の指定を受けた港に接続する地域の市町村が事務

要|を代わりに行い関係者の利便'性の向上を図っている |意図|近くの窓口で手続きができ、船員の利便性の向上が図れる

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 蔵 入 予算現額(円) 決算額(円)

旅費 12，000 11，440 国庫支出金

支 消耗品費 9，000 8，946 財 県支出金
出

手数料 2，000 450 
内

源割
地方債内合

訳 訳 その他

一般財調 23，000 20，836 

.g. 計 23，000 20，836 AEb 2 言十 23，000 20;836 

人件費概算 |人工数(刷r-A3南町丙E 下lr;品目I-~ I 
1 0.21 1，臥叫 |主人|無 II会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I H26 I H27 I 1. . H28 |目標 l

!設定しない|設定しない I1設定しない|達成

1 I船員事務取扱件数 I 615件 I 850件 I I 822件 }度

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|港に接続する市で事務を行うことにより、船員の利便性の向上が図れる

i lHJig--伝子[::222EEl-51;125:房長J15託尋労者255:::
対象(受益者)の妥当性l妥当である|船員法に基づき来所する船員に対し行っている

目標達成度

|有l lJ 効 |類似事業の存在 |存在しない
性~.........，....ó ，...:，.....;.................1

ー土位施策への貢献度|貢献している

効|黙さf*O)空黙|空主芳三|吹Eir~長男竺i子三~rñ""(:'子聖士号.脅さ三
率 I受益者負担の適正化|適正である
性一~;.，..;:.・..…・.....…-…“…|…………・……1

lコスト効率 |適正である|コストは人件費と最小の消耗品のみであり、事務取扱職員も最小限である

課題

| 今の方後

向性

特記
事項

..... 
件数は少ないが、事務処理に専門性を要するため、担当者が不在の場合でも対応できるように船員法の改正等に留意しな

がら、迅速性、正確性を確保し、円滑に対応できるよう既存のマニュアノレを改訂するロ

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)1 市民課 住民係 匹1 8 1 

小項目(

特別永住許可事務及び市区町村在留関連事務事業

事|平成24年7月に外国人登録法が廃止され、出入国管理
::!::I及び難民認定法に基づき中長期在留者と特別永住者に
=1係る住居登録、特別永住者証明書の交付事務、法務省|手段|住民基本台帳に登録し、請求に応じ住民票等を交付する
芸|端末との情報連携処理を行う。外国人の居住関係が明確
lになり、在留管理に必要な情報を把握することができる。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 16，000 16，000 国庫支出金 定額 13，000 13，000 

支 通信運搬費 10，000 8，154 財 県支出金
出
内

源割
地方債内合

訳 訳 その他

一般財源 13，000 11，154 

合計 26，000 24，154 ~ 言十 26，000 24;154 

lλ工数(人役)I人件費(円)1 1交付税 1_ I I A'=.L"'lfi"''' I _~ru I 
人件費概算 1 0.41 日 Og.，728 I I 算入 | 無 I I~計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率
活動指標または成果指標 1 H26 1 H27 1 I H28 |目標 l

!設定しない|設定しない 1I設定しない|達成
1 1外国人住民の数 {…・ 629A…T…百五7A・H ・.1r…・計五X......l度

設定しない|設定しない 1I設定しない

21外国人住民の異動届出件数(転λ・転出) 255件 1 243件 1 I 276件

3 

目的の妥当性 下|妥当である|外国人住民の居住関係を明確にし、在留管理に必要な関連事務を実施。
妥!，........…M ・H ・...................・，.q ・1
当 I同自治{体本関与の妥当当一性| 妥当である|位住5民基本台帳法、出入国管理及び難民認定法等に規定された法定受託事務である
性}ト"………….“…………..……..……..…..………...…………..……..…….“…...………….“…….“……..山...…………..……..……..…...…………..……..……..…..….

対象(受益者)の妥当姓|妥当である|外国人住民(短期滞在者を除く)

目標達成度
有!;...;...，...，，;..;:..;;..，.，............;.:..I
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~........................~;~......;..........I

上位施策への貢献度|貢献している

実施主体の適正化 |適正である
効!';，.............;..........;;.;..."..........I
率 1受益者負担の適正化|適正である
性1............................~......;.， ...;;J

コスト効率 適正である|住民基本台帳法、出入国管理及び難民認定法等に基づく事務であり適正である

一 .. 
平成24年7月に外国人登録法が廃止され、外国人住民も住民基本台帳法の対象となったため、住民票の発行により居住

関係の証明はできるようになったが、外国人登録原票に基づく身分関係の証明については、本人が法務省に直接照会しな
ければならなくなったり、今まで市の窓口で、手続きがで、きていた在留カード、の交付も入国管理局で、しかで、きなくなったため外

課題 国人住民の方にとっては不便になった手続きもある。
職員のスキノレアップを図る。

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

国庫支出金の額は、外国人住民の異動届出件数、特別永住者証明書の交付件数等により算出し、国から通知される



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|謀・局室・所(係)I 市民課 住民係 匹E日
小項百I

印鑑登録事務事業

事|本人からの印鑑登録申請に基づきL蔵語な登録資格要
::1件審査、本人確認、登録意思確認を行い登録印の印影
ま|を磁気ディスクに取り込み印鑑登録原票を作成し、印鑑

霊|登録証を交付する。その登録証を提示することにより印鑑

当市に住民登録されており、自ら印鑑登録する意思のある方

自らの意思による申請に基づき登録し、証明書を交付する

l登録証明書を発行する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 66，000 63，602 国庫支出金

支 通信運搬費 50，000 42，619 財 県支出金
出

機械器具借上料 135，000 134，300 内 i

源割
地方債

内合
訳 印刷製本費 35，000 35，000 訳句 その他

一般財源 286，000 275，5211 

ぷE当l 計 286，000 275，521 4E』コ 言十 286，000 275，521 

1. A i*.~~ --1人工数(人役)1人件費問 l交付税r-:I r 一一II .n. I 
1 1.11 弘肌5叶 | 算入 I ~ I I会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I H26 .. . I H27 I I H28 l目標 1

1設定しない|設定しない II設定しない|達成

1 1印鑑登録申請者件数 1 2， 291件 I 2，267件 I I 2， 239件 l度

設定しない|設定しない 1I設定しない

21印鑑登録証明書の発行件数 19， 245件 118， 383件 1I 18， 235件

3 

目的の妥当性 妥当である|取引行為が本人の意思に基づくものであるとし、うことを確認するために必要である
妥 t，......……....・M ・..…….........，.............................，

| 当 |自治体関与の妥当性|妥当である|条例等に基づき行う自治体の固有事務である
性 |ド卜..一一.二ι一…..ιι.目一….目一.目..一.戸一山山Jιι山山い.目………….目一…….日……..…..…………..……..山…..…..…Lム.

}対象(受益者)の妥当性i妥当である|い15歳宋満の者又は成年被後見人を除く仁、印鑑登録の意思のある市民

目標達成度

1i|持労予定......T...チ152::::::
上位施策への貢献度|貢献している

効|黙さ??空黙 lF22lFTfr号明黙f;:ii!i三???長??校三明男52??
率 |受益者負担の適正化|適正である

J 性 。~.・……・・……………….1.......………・

課題

今の向性後方

特記
事項

コスト効率 適正である|印鑑登録システムを電算化しており、手続きの簡素化、迅速化が図られている

.レ
印鑑登録申請は、本人の意思に基づき登録を行うため、基本的には本人が窓口に来て登録申請を行うこととしており、代

理人による申請手続きの場合には、即日の登録、証明書発行ができない。また、顔写真付きの本人確認書類のない場合も
文書で照会する必要があるため、即日登録ができない。しかし、印鑑登録証明は契約行為等に係る本人の意思表示の証明
となるため、厳格な審査を行う必要があるロ
職員のスキルアップを図るo

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 市民課 戸籍係 匹仁口
中項目( 小項目(

戸籍事務事業

~I 出生、婚姻等の届出を受けて:そJの扇闘頭売蘭係を
芸|登録、削除、創設、公証するために戸籍に記載して管理
概|する。地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法
要|定受託事務である。

意図|国籍と親族的身分関係を登録し、それに基づき公証する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 λ 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 582，000 581，459 国庫支出金

支 機械器具借上料 339，000 338，224 財 県支出金 定額 63，000 70，938 
出

通信運搬費 142，000 142，000 
内

源割
地方債

内合
訳 印刷製本費 118，000 116，920 訳 その他

その他 76，000 74，830 一般財源 1，194，000 1，182，495 

dE』Z 計 1;257，000 1，253，433 AEbヨ区 計 1;257，000 1;253，433 

寸 人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I_ I I .A.<>_t_:[g; "，' I ，;n_， I 
人件費概算 1 3.61 20，787，5叫 |算入| 無 I I会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I H26. I H27 I 1. H28 1目標 i

1設定しない|設定しない I I設定しない|達成

1 1戸籍届出取扱件数 I 3，845件 r...a;..iz3件 I r 3. 727件 l度

設定しない|設定しない 1I設定しない

21戸籍謄・抄本等の発行件数 28， 593{1牛 1 27， 7851'牛 1 I 24，874イ牛

3 

目的の妥当性 妥当である

iJH!所持者手|::222SEI-者5555155H持者552:::::
1対象(受益者)の妥当性| 妥当である

j目標達成度
有 …一一一……...・M ・...・H ・....，

F 効 l類似事業の存在 |存在しない

性 i……“M ・M ・.....:，;;...........1
JK位施策への貢献度|貢献している

実施主体の適正化日|適正である
効 ~...';..;..;............;......................I

率 |受益者負担の適正化|適正である
~性L...:...:..........::...........;;...........I

lコスト効率 適正である|平成19年5月に戸籍システムの電算化を行っており、必要最小限の職員体制である

..... 
平成20年5月に戸籍法が改正され戸籍の公開について制限が設けられた。また、虚偽の届出、不正請求を未然に防ぐた

めにも窓口での本人確認を厳格に実施している。戸籍事務は、間違いの許されない法定受託事務で担当職員の戸籍法、民
法、国籍法等の幅広い知識が必要とされるが、職員の異動等により事務の遂行が困難になる恐れがあるため、出先の支所等

課題 を含め係内での研修や意思疎通を充実させること等により、事務能力の向上を図る必要がある。

今の向性後方 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

県支出金の額は、戸籍届出件数等により算出し、県から通知される



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 市民課 住民係

小項目(

住民基本台帳事務事業

士 E 住民異動屈を受け、住民基本台帳へ登録することにより
芸|居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関
訓|する事務処理の基礎とし、住民の利便の増進、国及び地
霊|方公共団体の行政の合理化に資するための住民基本台

1帳法に基づく事務である。

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 521，000 518，753 

支 通信運搬費 420，000 420，000 
出

機械器具借上料 341，000 340，334 
内
訳 印刷製本費 37，000 37，000 

その他 23，000 22，600 

~ ヨ 計 1，342，000 1，338，687 

回二日

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 定額 22，000 19，000 
;頂割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 1，320，000 1，319，687 

合 計 1，342，000 1，338，687 

人件費概算 |人工数(人間笠 I甘いII三時イ 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

l H28 1目標 l

|設定しない|達成

7， 804件|度

活動指標または成果指標 H26 1 H27 

設定しない|設定しない

7， 138件 I7， 172件1 1住民基本台帳異動届出件数

21住民票の写し等の証明発行件数

設定しない|設定しない II設定しない

32， 597イ牛 I 33， 799件 I I 33， 667f牛

3 

経常

.目的の妥当性 |妥当である

i|説明言~:~:r::~~三百..1労相場三百五日房長楽町Hillさ555E:::二:
| 、 |対象(受益者)の妥当性|妥当である

目標達成度

i 隣村正.......r..話:~~~~:~J二二二........

一
効
率
性

上位施策への貢献度|貢献している

実施主体の適正化 適正である

受益者負担の適正化|適正である

コスト効率 i

.レ
適正である|平成24年1月に住基、ンステムの更新を行っており、必要最小限の職員体制である

近年、個人情報の保護やプフイパシー保護についての関心が高まっている。また、虚偽の届出、住民票等の不正請求を未
然に防ぐために戯格な本人確認を実施している。本人確認書類の無い来庁者の対応には時間を要すため、職員の窓口対

課題
応のスキルアップを図り、正確で安定した市民サービスの維持に努める。

今の後方
計画どおり事業を進めるニとが適当

改善

向性
時期

県支出金の額は、人口数等により算出し、県から通知される



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課幽局室・所得)I 商工労働課 企業立地推進室

中項目〔山町、 ホ項目(

石油基地自治体協議会負担金事業

事|石油基地面語体協議会では、国に対し石油備蓄に対す
業|る交付金の意見陳述や要望を円滑に行うため、負担金を
概|支払って連携を図る。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

石油基地自治体協議会負担金 12，000 12，000 
|支

出
内
訳

dEh ヨ 計 12，0001' 12，000 

歳入 予算現額(円)

国庫支出金財 県支出金源害IJ
地方債内合

訳 その他

一般財源 12，000 

バロc>. 言十 12，000 

人件費概算 |入閣官~人f官~ fずい凶出一般

2 

3 

若覇福寝言?とIま成果指標

石油基地自治体協議会負担金額
(平成26年度までは繰越金で運営)

目的の妥当性 妥当である
妥 t.....................…・・・・….......叶 1 

H26 

11，000 

11，000 

匹仁E

決算額(円)

12，000 

12，000 

経常

当 |自治体関与の妥当性| 妥当である|石油化学コンビナートが所在する自治体と連携を図るものであり、妥当である。
性}…H ・H ・..…'.・H ・............“…1.............................1

|対象(受益者)の妥当性| 妥当である|協議会は石油化学コンビナートが所在する自治体で構成されており、妥当である。

目標達成度 I達成している
、有}、:.，.......:.....;;，.;..1
効 l類似事業の存在 |存在しない
性 F.....;;..........;;...: 、 .1

|上位施策への貢献度|施策体系外

| 効 |実施主体の適正化 |適正である

率 |受益者負担の適正化|適正である
l 性~......;..;;..;.，....;.......， .;................I

|コスト効率 |適正である

課題

.ト

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当

特記
事項

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室岡所得)I 農林水産課 耕地係

中項目(峠伸、 小項目(

有線放送事業廃止に伴う施設撤去事業

山陽有線放送事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)I 歳入 予算現額(円)

有線放送精算業務負担金 638，000 638，0001 国庫支出金

支 財 県支出金
出

内
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 100 638，000 
dロ』 計 638，000 638，000 tdE』2 計 638，000 

人件費概算 |人工数引人魚白人II官|無|匝副 一般

若動指標または成果指標 H26 

1 I生産活動費の投入 6，439，000円 16，900，000円

21施設撤去

電柱1，000本|電柱730本

電柱714本|電柱736本

3 

71.40% I 100.80% 

目的の妥当性 妥当である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり、妥当である。
妥 t..・H ・-…・…・・…………・・.，.............................，
当 |自治体関与の妥当性|妥当である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり、妥当である。
性ト..................................・H ・:，'..1.............................1

対象{受益者)の妥当性| 妥当である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり、妥当である。

目標達成度 達成している

il持者百二l.....宗五二:::::::::::::::
上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 |適正である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり、適正である。
効}………・…-…・…・…・…↓…… l
率 l受益者負担の適正化|適正である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり、適正である。
性 l，;……-………"………1.............................1

課題

今の方後

向性

特記
事項

コスト効率 適正である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり、適正である。

..... 

事業の終了
改善
時期

匹仁豆コ

決算額(円)

638，000 

638，000 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート!課・局室・所得)I 農林水産課 耕地係

中項目(1i1!im、

農業施設災害復旧事業

~I平成28年6月 22 日・ 23 日の豪雨に伴い、市内の農業用施
芸|設等が24箇所被災し、そのうち4箇所について、国の事業
概|により、災害復旧工事を実施する。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

工事請負費(補助) 2，914，000 2，911，522 国庫支出金 2，485，000 

支 工事請負費(単独) 86，000 85，320 
出
内

源財 割
県支出金

内合 地方債 90 100，000 

訳 訳 その他 分担金 75，000 

一般財源 340，000 

合 言十 3;000，000 2，99.6，842 dE』2 計 3，000，000 

人件費概算 |入工数吋|刻虫記~ I官|什 |会計種村 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指様 I H26 I H27 I r H28 1目標 1

I I I I 4 I達成

1 I被災した農業用施設及び農地の復旧箇所数 1... T 1 r 4 1 度

2 

良い

3 

回三日

決算額(円)

2，485，830 

100，000 

75，999 

335，013 

2，996，842 

臨時

目的の妥当性 妥当である|台風により被災した農業用施設及び農地の復旧を目的としており妥当である。

i lH浴場伝子"1""記長]~~持者両手伝子55;55H511ESE-25Z;:::::
対象(受益者)の妥当性|妥当である

目標達成度 |達成している
有}、 l
効|類似事業の存在 |存在しない
性}・|

|土佐施策への貢献度|施策体系外

|実施主体の適正化 |適正である
効 1..:.;..:.......................:..;....;....1
率.. I受益者負担の適正化|適正である
性 l.;...;....................;..................1

コスト効率 適正である

l課題

今の向後方性 事業の終了

[国庫支出金補助率]農地災害:81.6%

.. 
改善
時期

農業用施設災害:92.5%



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局安・所(係)I 土木課 阿川港湾係

小項目(

災害復旧事業

_ 1豪雨等の自然災害によって道路の法面等示崩れたり、河

芸 li~護岸が崩壊するなどの公共土木施設被災時に施設を
概|速やかに復旧する必要がある。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

設計委託料 1，404，000 1，404，000 

支 工事請負費(現年) 11，831，000 11，463，120 
出

工事請負費(繰越) 28，754，480 28，554，480 
内
訳

、

~ 計 41，989，480 41，421;600 

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金 64% 26，691，000 

財 県支出金
源割

地方債 35目 14，500，000 
内合
訳 その他

一般財源 1% 798，480 

合計 41，989，480 

人件費概算 |人説明人{間~ I官l叶|会計判 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成栗宿覆 H26 1 百互すーっ E 旦~目標l

1 I災害復旧工事(箇所) 二

2 

3 

|目的の妥当性 |妥当である|公共土木施設の復旧であり妥当
妥}…………………M ・M ・;.1.............................1

|十1 当 l同自j治台体関与の妥当性性I妥当である |法に基づき事業主体が市となつてしい、泊る事業
性 、iトト卜ト"…………..……..…………..……..…….“…..“……….“…….“町….....…..山.'目………"…..……….. 勺?小…円..……..…...….

|対対.象〈受益者)の事畏Z当性| 妥当である|対象が公共土木施設であり妥当

.目目標達成度 巴 l

1有， ~;:...;.....::;， .. :........:....:..;..........I 
}効 |類似事業の存在 |存在しない
性}……一…ず|

|上位施策への貢献度|施策体系外

けぐ|実施主体の適正化 |適正である|市に義務づけられた事業
効~..・H・..……円...~.....ー…H・H ・ ....1.............................1

率 I受益者負担の適正化|適正である|受益者負担金を求めることが適当でない事業
性卜…・J………….......:...1.............................1

!コスト効率 。 I適正である|災害査定による国の審査を受けてする事業

..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

特記 | 
|繰越明許予算28、754，480円

事項 | 

|達成

改善
時期

匹亡亙コ

決算額(円)

26，691，000 

14，500，000 

230，600 

41，421，600 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課同・室・所(係)I 監理室

一i地方自治法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進
芸|に関する法律等の関係法令、山陽小野田市財務規則等

概|に基づき入札を執行す号。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 30，000 30，000 

支
出

内
訳

A. 言士 30，000 30，000 ~ 

契約・入札事務

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
j原書IJ

地方債
内合
訳 その他 コピー料 1，000 

一般財源 29，000 

dロ~ 計 30，000 

人件費概算
I瓦工数(人役)J 人件費(円)I I交付税1::1 I -""-"_[_，，，，"，C，， I 

| 算入 | 無 I I会計種別| 一般

活動指標またほ蔵栗詰覆

1 1入札件数

21入札結果公表率

3 

H26 

196 

196 

※上段:目標中段:実績下段:達成率
H27 I I 828---1目標 i

211 

211 

達成

度

100.0% I 100.0% 

回二ヨ

決算額(円)

2，620 

27，380 

30，000 

経常

目的の妥当姓 妥当である|請負業者選定の透明性、公平性の確保、支出の抑制のために必要である。
妥 十・・M ・M ・......・M ・-…....・H ・............I.............................j
当 |自治体関与の妥当性|妥当である|市が発注する工事等であり、妥当である。
性ト………H ・H ・-……….+............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|入札対象となる金額は財務規則による。

目標達成度 達成している|入札結果の公表により透明性が保たれる。
有 t.....'.'.............，........，...............1
効 |類似事業の存在 i存在しない

ト性 F.....:.......:..;..;........'...:.........，..I
ィ1土位施策への貢献度|施策体系外

1実施主体の適正化 |適正である|市が実施主体であり、適正である。
効 l… H ・H ・-…H ・M ・..….......・M ・，;.，.1.............................1
率 |受益者負担の適正化|適正である|市が実施主体であり、適正である。
性ト…………....・H ・..…・…山1.............................1

課題

今の向性後方

特記
事項

コスト効率 l適正である|市が実施主体であり、適正である。.. 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室M所(係)I 

中項目(

..".，.，地方自治法第234条の2に基づき、契約の適正な履行を

芸|確保するため、又はその受ける給付の完了を確認するた
概|め、必要な検査を行う。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

普通旅費 31，000 30，160 

支 消耗品費 12，000 11，531 
出

諾会議負担金 35，000 34，560 
内
訳

4E23 恥 言十 78，000 76，251 

員オ
j原割
内合
訳

監理室

小項目(

検査事務

綴 入可 予算現額(円)

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 78，000 

AEb 2 E十 78，000 

人件費概算 |人工数(人引 λ告別|想見|無|同匂| 一般

活動指標ま正I孟読菓福覆 H26 

1 I検査件数(工事及びそれに係る業務委託) 117 115 

。
21契約不履行件数

笠区j皆、100.0% I 100.0% 

3 

目的の妥当性 妥当である|契約の適正な履行を確保するために行う。

iB:房長持者発T...記長:]~:~~長ZEE-iH希子五i;:喜子汚;::::::::::::::::::
対象(受益者)の妥当性|妥当である|市が発注する工事に係る検査であり、妥当である。

目標達成度 E 達成している l厳正な検査により、契約の適正な履行を確保する。
有 t..................，..........;;..........".，
効 |類似事業の存在 |存在しない
性~.......，..;........::.;..............，..;;..;.I

上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 適正である|市が実施主体であり、適正である。

il希子税制T...定安:]~~場5551;E55Zj二二二

|課題

今の向性後方

特記
事項

コスト効率、

特になし

適正である|市が実施主体であり、適正であるD.. 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

匹I2 I 

決算額(円)

76，251 

76，251 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 出納室 審査係 匹I3 I 
小項目(

公金管理運用事務

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額{円)

国庫支出金

支 財 県支出金
出

訳内
源内 割合 地方債

訳 その他

一般財源

~ ヨ 計 。 。 dロ』 言十。 。 。
人件費概算 |人瑚(人記|人雰~~81 I叡見|無|匝画 一般 経常

※上段:目標

活動指標または成果指標 H26 H27 

2 

3 

目的の妥当性 l 妥当である |地方公共団体が実施する事業として、地方自治法第235条例、同法第235条の4及び同法241条で規定されている。

li 11115耐熱|:2225ど::::::::二:
対象(受益者)の妥当性l妥当である

I.~ I目標達成度
有十 1 

効j類似事業の存在 |存在しない
性" f.........."........................:..:，....1 

]上位施策への貢献度l施策体系外

1. I実施主体の適正化 |適正である
効~，.".......~"..:....;;...;':..:;..， :........I

率 I受益者負担の適正化|適正である
性 l...............................;...;;.;.;.:..1

コスト効率 ，適正である

引き続き適正な公金管理・運用を行う。

課題

.レ

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室園所得)I 出納室 審査係

中項目( 小項目(

決算書作成事務

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

需用費 211，000 210，600 国庫支出金

支
出

内

財源害'J
県支出金

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 211，000 

、 4E〉2• 計 211，000 210，600 AEb2 h 計 211，000 

人件費概算 一般

活動指標または成果指標 H26 
決算書期限内作成1決算書期限内作成

1 ，決算書の期限内の作成。 達成 | 達成

100.0% I 100.0% 

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|地方公共団体が実施する事業として、地方自治法第233条に規定。
妥 t..........................，..........，."....，

当l自治体関与の妥当性|妥当である
性 f..............，;...，.，......"...............，

|対象(受益者)の妥当性| 妥当である

目標達成度 達成している
‘有 t..............，....".........，..，............，
効 1類似事業の存在 |存在しない
性 I.............. ，;.::;~......:，.，.............， ..I

上位施策への貢献度|施策体系外

.実施主体の適正化 |適正である
効 h:'"......:.........，.，:..，................1

I.....~...l空望号i??再生I....~.~.~~~....l
，コスト効率 適正である

.い

匹I2 I 

決算額(円)

210，600 

210，600 

経常

出納閉鎖後、 3カ月以内に決算書の調製が法令で定められているが、本市では、 9月議会での審査認定が予定されるため、
正確かつ早期の作成が引続き行う。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

I :~~ 



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課局宮・所(係)I 出納室 審査係 匹Eヨ

士 E会計管理者の権限に属する事務を補助し、円滑な予算
芸|執行と健全な財政運営を推進するため、収入は速やかに
概|収納するととともに、支出は支払調書を厳正に審査し、適
要|正で正確な出納事務を行う。

y 歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

旅費 3，000 2，600 

支 需用費 464，000 326，710 
出

役務費 1，336，000 1，273，357 
内
訳

£E』コ 計 1，803;000 1，602，667 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金

源内 割合 地方債

訳 その他 諸収入 642，000 574，130 

一般財源 1，161，000 1，028，537 

AEb 3 計 1，803，000 ，1，602，667 

人件費概算 !λ工弧到人2間~ I 官|生J l::竺~ 一般 経常

活動指標または成果指標:

歳入伝票41，018件、歳出伝票37，084件、計7
8，102件の審査を行った。

H26 

71，104 I 69，593 

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|地方公共団体が実施する事業として、地方自治法第170条で規定。
妥
当
性

自治体関与の妥当性|妥当である

I対象(受益者)の妥当性| 妥当である

目標達成度

i l-1H手当55:::::::::I::5551::二二
上位施策への貢献度|施策体系外

ー実施主体の適正化 |適正である
効 t...;..:'，............，...........，..;:.....;..1
率 |受益者負担の適正化|適正である
性~......， ........;.;...;.::..............;...;I

コスト効率 I適正である

.レ
歳入・支出伝票、計78，102件の審査を行い、全体の6.3%の調書に対して、修正等を行った。引続き、速やかな収納、およ
び迅速かっ厳正な調書の審査を行う。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

劃一



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課司局直圃所得)I 教育総務課 総務係 匹I24 I 
小項目(

総合教育会議事業

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第l条の4に
対象

大綱の策定及び変更、教育を行うための諸条件の整備や教

事 基づき、教育委員会の権限に属する事務に関して協議を 育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき措置

概業
する必要があると思料するときに、地方公共団体の長に対

手段
総合教育会議を開催し、重点的に講ずべき施策等について

して、協議すべき具体的事項を示して会議を招集する。 協議し、事務の調整を行う
要

意図
市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、より一層民意を
反映した教育行政の推進を図る

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

支 財 県支出金
え出

内
源内 割合 地方債

l 訳 訳 その他

一般財源

合 計 、'0 。 合計 。
目 山 ， 目 '"~ー

人件費概算
|人工数(人役)I人件費(円)I I交付税 I_ I I ...o..';;.L:<n" I 

経常| 叫山

活動指標または成果指標

1 1会議の開催回数

21教育大綱

3 

H26 

................."'.n. 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H27 1 I H28 1目標

4 

策定

達成
度

， ，目的の妥当性 妥当である|地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいており妥当である。
妥 r………………………….t............................t
当 |自治体関与の妥当性| 妥当である|地方教育行政の組織及び運営に関する法律に市長が設けるものとされており、妥当である。
性ト…...・M ・..…・H ・H ・-……・M ・M ・-十 十

《対象{受益者)の妥当性|妥当である|地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいており妥当である。

目標達成度
有~:;......，...;....~...............;....;.....f

，効 l類似事業の存在 I存在υ旨い
性 }十

よ盆血策への貢献度 L撞室生丞畳一

1実施主体の適正化 適正である|地方教育行政の組織及び運営に関する法律に市長が設けるものとされており、適正である。

.. 

。

平成28年度は、学校給食会計等の議題について事務の調整を行った。平成29年度以降は、法第1条の4第3項の規程に基
づき、成長戦略室へ事務を移管する。

課題

今の後方
事業の終了 改時善期

向性



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 教育総務課

中項目(砕伸、

総務係 回二日
小項目(

都市教育長会議参加事業

，都市教育長会は教育行政聞の連携・協調を深めるために設
事|立された、郡市教育長で構成する団体で、本市の教育長が

言|語講15i』JECZ号事罪主主主l器量 |手段|会議で研究や情報交換を行い、国県への働きかけを協議

要|ぶ。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

全国都市教育長協議会負担金 17，000 17，000 

支 中園地区都市教育長会負担金 5，000 4，750 
出

普通旅費 160，200 138，790 
内
訳 諸会議負担金 30，780 23，000 

通行料 9，000 7，800 

~ 言十 221，980 191，340 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 221，980 191，340 

dEE3 』 計 221，980 191，340 

人件費概算 同マH 人件12弘津~T 什国竺|

l回 1 4回

一般 |経常臨時|

落語指標または蔵栗指標

1 I義国中園地区山口県都市教育長会議出席回

H26 

中国・県

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|教育長の資質能力を高め、かつ、本市の教育の発展を図るものであり、妥当である。
妥 t.，.............…................…・叶 1 

当 |自治体関与の妥当性|妥当である|教育長が参加する会議であり、妥当である。
性ト…・-…H ・H ・-…1........………|

対象(受益者)の妥当性l妥当である|教育長が集まる会議であり、妥当である。

目標達成度
有 t..............・...…・・…・・…M ・M ・...1......…
効 |類似事業の存在. I存在しない
性ト ~...........';..........I 

|土位施策への貢献度|施策体系外

E実施主体の適正化 |適正である|教育長で構成する団体が行っており、適正である。
効
率
性

受益者負担の適正化| 適正である |教育長が本市の教育行政の推進のために参加する会議であり、市が全額負担する必要があり、適正であるロ

コスト効率 適正である

..... 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

向性

特記
事項



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課局宮・所(係)I 教育総務課 総務係

~I地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、
芸|教育委員会に事務局を置き、教育委員会の方針・決定の
概|下に、教育長が事務の統括と職員の指揮監督を行い、具

要|体的な事務を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 696，654 696，654 

支 燃料費 471，022 404，692 
出

機械器具借上料 387，000 332，664 
内
訳 山口県ひとづくり財団負担金 440，000 440，000 

その他 658，324 210，009 

AEb3 h 計 2，653，000 2，084，019 

小項目(

教育委員会事務局事業

歳入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財j原 2，653，000 

dロ』 計 2;653，000 

人件費概算 |人工数(住|人{25;911想見|有|同問l一般

活動指標または成果指標 H26 

2 

3 

匹I2 I 

決算額(円)

2，084，019 

2，084，019 

経常

目的の妥当性 l妥当である|地方教育行政の組織及び運営に関する法律等に基づいており、妥当である。
妥ト…...・M ・-……………1.............................1
当 |自治体関与の妥当性|妥当である|教育委員会の所管事務を遂行する組織であり、妥当である。
性ト…….......・H ・...............…….1.............................1

対象(受益者)の妥当性l妥当である|地方教育行政の組織及び運営に関する法律等に基づいており、妥当である。

| 有 |目標達成度

21場停??を:.........1"...子主三:1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 適正である|教育委員会の組織であり、適正である。

il秀子説明.r..日夜.1希子455均五1:;:E11芳三千五券汚区持主主::::::::::::::::::::::::::::

課題

今の向性後方

特記
事項

コスト効率 適正である

.レ
学校教育・生涯学習・社会教育については今後も、子どもからお年寄りまで、あらゆる市民が社会を生き抜く力を養えるよう、
ライフステージに応じた多様で質の高い学習機会を確保し、もって社会全体の教育力を強化し、人々が主体的に生活し、相
互に支え合う環境を整えるための、様々な施策を教育委員会事務局で企画立案し、実行してし、くこと。

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局宮・所得)I 教育総務課 総務係 匹仁ヨ
瓦正項百(

教育委員会事業

至躍君主品監禁fE22??境安議官!対象!教育に関する一般方針や重要事項等

副長)で組織し、定例会議を毎月 1回開催(必要に応じ、別|手段|教育委員会会議を定期・臨時に開催し、一般方針等を決定
|途、臨時会を開催)し、委員の合議により、教育に関する l l 

要|一般方針等を決定する。 I意図|政治的に中立な立場からの教育行政の継続的・安定的な推進

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

委員報酬 2，873，000 2，872，800 国庫支出金

支 費用弁償 42，000 5;200 財 県支出金
出

交際費 50，000 。
内

源割
地方債

内合
訳 協議会負担金 28，000 28，000 訳 その他

一般財調 2，993，000 2，906，000 

ぷロ』 計 2，993，000 2，906，000 ぷロ』 計 2，993，000 2，906，000 

人件費概算 |江教は?;|人 r宝?|有|片品ul 一般 経常

，音覇霜諌言一正l孟戒果指標 H26 H27 

1 1会議の開催回数 19回 1 16回

21審議した議案等の数 73回 44回

3 

-・・・・・…・・…H・I・H・...・H・・・・・H ・H・~...T地芳薮背存百お'"ij巌笈v蓮菅ii蘭子Z荏草等j"~まち:薮脊正蘭:子Z二酸芳益平宣婁事漬等…
対象(受益者)の妥当性l妥当である|l |は教育委員会会議で決定することとなっており、妥当である。

目標達成度

類似事業の存在 存在しない

上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 I適正である|地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市に設置することとなっている。
効ト…....・H ・……………・↓ l 
率 |受益者負担の適正化|適正である|市の行政委員会の運営経費であり、市が全額負担する必要があり、適正である。
性ト………………"・H ・H ・+............................1

適正である|委員報酬は条例に基づいており、適正である。

.レ
教育委員会会議の活性化、保護者・地域住民の意向の教育行政への反映は普遍的な課題であり、教育委員とこれを支える
事務局が研績を積み続けることが重要である。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

呈j



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|謀・骨室・所(係)I 議会事務局 庶務調査係

中項目(戸市「

事|議函Z闘する専門家等を講師に呼び、議員と事務局職
業|員を対象に研修会を開催する。研修会の内容等について
概|は議会運営委員会において協議する。

要

市議会議員研修会開催事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

支
出
内
訳

講師謝礼 100，000 50，000 国庫支出金

費用弁償 70，000 44，980 財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 170，000 

~ コ 計 170，000 94，s80 dEL ヨ 計 170，000 

!人工数官|人{722;。||管見|無 lb竺l一般

活動指標または成果指標

※上段:目標中段:実績下段:達成率

| 百互7 寸 I H28 1日揮

1 ，研修会開催回数 二二二二f::::?:::::::::::::|i::::::::!:::::::::匡
2 

3 

目的の妥当性 |妥当である|市議会議員及び事務局職員の資質向上のための研修
妥 ~..・M・-…・・……・・……・・…・，.............................，

1 当 }自治{体本関与の妥当性| 妥当である|山陽小野回市議会基本条例の実践
f 性性~ト.……"

一I対象(受益者)の妥当性|妥当である|市議会議員及び事務局職員

，回目目;擦標達成度

匹E己

決算額(円)

94，9801 

経常

21桜子害訴ま::::::::I::::5日.....1長持活51号45512522ぞ明言言骨子155551:
上位施策への貢献度 l施策体系外

実施主体の適正化 |適正である|講師は外部の専門家に依頼
効 r…・・・…・・……・・・……・-…・，.............................，
率|受益者負担の適正化|適正である|他に負担すべき者がいない

i 性 |コスト効率 |適正である|必要経費のみ計上

一

課題

今の後方

向性

特記
事項

..... 

計画どおり事業を進めることが適当 改時善期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局呈・所得)I 議会事務局 庶務調査係 匹， 5 ， 
中項目(昨日、 小項目(

議長会等参画事務

意図|各議会の連携強化を図り、国等に対し施策の要望等を行う

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

費用弁償 592，000 449，150 国庫支出金

支 普通旅費 573，000 462，230 財 県支出金
出

全国議長会負担金 439，000 421，000 
内

源割
地方債

内合
訳 山口県議長会負担金 158，000 158，000 訳 その他

その他 315，000 309，500 一般財源 2，077，000 

4E』2 計 2，0.7:7，000 1;799，880 AEb 2 計 2，077，000 

人件費概算
|瓦工諏I瓦設)1人件費(円)I I守寸紺r-=I r一三二工]

86E;，i481 I算入|無 II会計翻| 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率
活動指標または成栗指事 H26 

1 I各会議への出席回数

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|議長、副議長の活動
妥 t....，・H ・.....…・・・…・・・M ・M ・.......・I・............................t

[当|自治 問問性 l妥… |議 会活動~性 f......，.. :...，...........，..，........;.;"..，.;.;I.............................1 
|対象(受益者Jの妥当性|妥当である|議長、副議長

目標達成度

|有11
~'..， I空iJ;.l烹~.!~......::....I 開どさど.

|土位施策への貢献度|施策体系外

.実施主体の適正化 適正である|議長、副議長
効 r…………"・.......…-……一..1....………・・・…..1...........
率々 |受益者負担の適正化|適正である|他に負担すべき者がいない
性1'......・H ・...…………….1........…………....1....

H27 I I H28 I目標 l

達成
度

，コスト効率、 適正である|旅費については旅費規程。負担金は各議長会で決定

、J

課題

今の後方

向性

特記
事項

.レ

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

決算額(円)

1，799，880 

1，799，880 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課局室・所得)I 議会事務局 庶務調査係

中項目(昨日、

議員活動支援事務

士 E議員が円滑に活動できるよう支援する。議員提出議案・意
芸|見書作成の支援や各種調査・研究に関する情報・資料提
概|供等の支援(行政視察準備・政務活動費の交付等を含
要|む)を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

費用弁償 4，092，000 633，490 

支- 普通旅費 626，000 146，230 
出

図書購入費 100，000 19，458 
内
訳 政務活動費 1，440，000 1，225，521 

dE』ヨ 計 6，258，000 2，024，699 

蔵 入 予算現額(円)

国庫支出金

源財 割
県支出金

地方債内，合
訳 その他

一般財源 6，258，000 

dE』ヨ 計 6，258，000 

人件費概算 |人工数(人間人122。||官|無|恒豆| 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I . H26 I H27 I I H28 |目標 l

1 1行鵬現 地 一 日 議 員 数 … 1....二双

2 11:j三間購入図書冊数
同………町…….目...…………"…….".".Y"…………..……..…....…………..……..…'Tγ"…………..……..…….“….“.…1g5“………….“一….日…….“………….“……..…….日…..…....1

3 

l目的の妥当性 |妥当である|市民の代表である議員の活動の支援
妥ド…・………..….......…..1.............................1.

匹I4 I 

決算額(円)

2，024，6991 

2，024，699 

経常

当 |自治体関与の妥当性|妥当である I議会基本条例、山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例に規定
性~.;;:....，:.:.......~.………………・1.............................1.

対象(受益者)の妥当性| 妥当である I議員

目標達成度

a .1格安定::::[:55151J::::::
上位施策伐の貢献度|施策体系外

|実施主体の適正化 |適正である|議員の活動
効 、 ト……...・H ・..…H ・M・......・・・・・・斗..ー....・H ・-…・・…・.1..
率 |受益者負担の適正化|適正である|他に負担すべき者がいない
性 F.'....;.....・-………H ・...…...1............ …|

課題

今の向方性後

特記
事項

コスト効率: 、 |適正である|条例の規定に基づき支出.. 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局面室・所得)I 議会事務局 庶務調査係

中項目(山一、 小項目(

本会議、委員会運営事務

事|定例会と臨時会の本会議、常任委員会、特別委員会、議
業|会運営委員会、全員協議会の運営を行い、議事録を作
概|成する。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

会議録反訳調製業務委託料 2，248，375 2，248，375 

|支
出
内
訳

dE〉ヨ‘ 計 2，248;375 2，248，375 

歳入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債ー
内合
訳 その他

一般財源 2，248，375 

dE』Z 計 2，248，375 

人件費概算 |人工数味14Z2411鷲見|無|同問| 一般

活動指標または成果指標 H26 H27 

1 1本会議及び委員会等の開催回数 165 170 

21議案の審議件数 146 147 

3 

l目的の妥当性 l妥当である l地方自治法、条例に規定されている
妥 ト・・H ・H ・M ・M ・...・…..............・H ・.1・・・・ ..1 z |自治体関与の妥当性|妥当である|地方自治法、条例に規卒されている

対象(受益者)の妥当性|妥当である|本会議、委員会

目標達成度

al村村正::|:ZE52::::::
上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 適正である|地方自治法、条例に規定されている

il持労務.r..校長:]~#.~日夜3551:::::::::::::::::::::::::::::::

|課題

今の向後方性

特記
事項

コスト効率 適正である|議事録の作成については、一部外部委託.. 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

回二百

決算額(円}I 

2，248，375 

2，248，375 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課"局・室・所得)I 議会事務局 庶務調査係

示項百(

議会運営事務

""，，"1法令に基づき設置された議会の運営に必要な事務。交際

主l費の支出、消耗品の購入、設備の修繕や公用車の維持
概|管理など。議会交際費の内訳については、ホームページ

要lに公開している。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

機械器具費 4，455，458 4，248，400 

支 消耗品費 372，000 351，508 
出

交際費 315，000 210，414 
内
訳 普通旅費 106，000 105，160 

その他 530，704 .225，6631 

合 計 5，779，162 5，141，1451 

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 1，000 

一般財漏 5，778，162 

dEbZ • 計 5，779，162 

人件費概算 ド吋人間~ 1:想見|無|同判一般
※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成莱指標 H26 H27一寸 I H2旦一」目標 l

2 

3 

l 妥l目IY-.JO)妥雪性 l妥当である|法令に基づき設置された議会の運営に必要な事務

当 |自治体関与の妥当性|妥当である|法令に基づき設置された議会の運営に必要な事務
性~.........，...・M・-………...・-….，……|

対象〔受益者)の妥当性|妥当である|法令に基づき設置された議会の運営に必要な事務

目標達成度
有ト…-…・................................，

J効 |類似事業の存在 |存在しない

訂以通量二説副議長瓦|
実施主体の適正化 ρ| 適正である|法令に基づき設置された議会の運営に必要な事務

効 l…"………・…ー.......…・・I.....~.......................I
率 |受益者負担の適正化|適正である|他に負担する者がいない
性.1，;....・……..'・H ・-…...........…1.............................1

1 課題

今の後方

向性

特記
事項

コスト効率 適正である|必要なものについてのみ予算化.. 
. 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

達成
度

匹I1 I 

決算額(円)

17，890 

5，123，255 

5，141，145 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 議会事務局 庶務調査係

中項目(ー一、 小項目(

議員報酬等支給事務

事|条例に基ヲ吾議員報酬、議員期末手当を支給する。
業|また、議員共済会の業務に関して必要な業務を行う。
概|平成23年に地方議会議員年金制度は廃止となったた|手段|議員報酬、期末手当の支給。年金の手続き

回二日

|め、現議員の負担金は廃止となり、市が負担金を納付し
要|ている。 1意図|報酬、期末手当、議員年金の受給が滞りなく行われる

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円〉

議員報酬 80，464，000 80，400，761 国庫支出金

支出 議員期末手当 26，574，000 26，546，130 

議員共済会負担金 32，758，000 32，758，000 
内

勤 県支出金
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 139，796，000 

合計 139，7Q6，000 139，704，891 dロ』 言十 139，796;000 

、人件費概算 !人工数(矧人気221|官lI無 IE竺l一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 | 官互すーっ I H28 1目標

1 1議員数 ::::::11:::::::::l::::::::設二二:||::::::2:::::匡
21議員年金受給者数 69 68 68 

3 

目的の妥当性 妥当である l条例、地方公務員等共済組合法により規定されている
妥， t................……・………・・・1.............................1

当 l同白治体関与の妥当性|妥当である|条例、地方公務員等共済組合法により規定されている
性}ト“……….“………..…..….“...………..….目..……"山..…...……..

対象(受益者)の妥当性|妥当である|条例、地方公務員等共済組合法により規定されている

1目標達成度
有 f.;;..........，..............................1
効 i類似事業の存在 |存在しない
性 f:::"，:...;..，;.................，.;..;.........;1

上位施策への貢献度|施策体系外

.実施主体の適正化 |適正である|条例、地方公務員等共済組合法により規定されている
効iι..…………….“………..………..……..…...….
率 |受受:益者負担の適正化|適正である l条例、地方公務員等共済組合法により規定されている
性 1.:;.…………..…………..………..……..…..…………..……..……..…....………..山…..…....……….. 山…..…..………・.1.............................1.

課題

今の向方性後

特記
事項

コスト効率 適正である|条例、地方公務員等共済組合法により規定されている

.レ

計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

決算額(円)I 

139，704，891 

139，704，891 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I選挙管理員会事務局| 匹I5 I 
u 小項目(

高千帆土地改良区総代選挙事業(平成28年10月4日執行)

意図|主権者教育や有権者の政治参加を促すことによる健全な民主政治の発展

歳，出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 1 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合

ー訳 訳 その他

一般財源
，Ee3 h 計 。 。 dロ』 言十 。

人件費概算 !人工数(淵人官需。11想見|什恒詞一般 臨時

活動指標孟正Iま成果指標 H26 H27 

1 1管理執行上の問題発生件数

2 

3 

". '1目的の妥当性 |妥当である|土地改良法、公職選挙法等に定められた事業。
妥 l..・H・..…...・H・...............…......1.............................1
当. I 自治体関与の妥当性|妥当である I~去に定められた権利で、公職選挙法、地方自治法等に義務付けられているロ
性 J ト………一…....・-….......，.+............................1

対象(受益者Jの妥当性|妥当である|土地改良法により選挙人、被選挙〈の範囲等が定められている。

目標達成度 達成している|目標は達成している。

il村村正:::::::[:;z-151]azSEELE;;;:::::::::::::::::::::::::::::;::
上位施策への貢献度|施策体系外|法により義務付けられたもので、総合計画等には掲載されていなし、。

効 実施主体の適正化 |適正である|法により定められたもので、外部の活用は認められていない。

率 1受益者負担の適正化|適正である|法に定められた権利で、受益者負担を求めることは不適当。
、性}一……………"…...・H・-….1.............................1

|コスト効率 |適正である|法に定められた事項を執行するもので、コスト削減をする余地は無い。

...... 

課題 ¥ 、

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

| 特記 1..i!2. ~lT .J.....J...."'?:å:b.. 
1 ~!';; I こミ通費 は土地改良区が負担| 事項 1~~'._(.J -IJ-.oJ~ 

Q 



平成28年度事務事業評価シート|課・局呈・所(係)1選挙管理員会事務局|

様式1号(事務事業評価)

匹I6 I 
小項目(

選挙啓発事業

歳 出 予算現額(円) 決算額L円)

報償金 110，000 54，000 

支 消耗品費 15，000 5，724 
出

通信運搬費 37，000 。
内
訳

.g. ヨ 言十 162，000 59，724 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 162;000 59，724 

dロ』 言十 162，000 59，724 

人件費概算 !人工数咋H 人件官~ I想見|生|恒到 一般 臨時

2回

活覇干言槙または成果指標 H26 

(随時)

H27 

(随時)

1 I学習会の実施回数 2回

21選挙啓発作品展への応募学校数

校
一
校

校
…
校

100.0% 1 100.0% 

3 
h・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 島 H ・H ・.......・M ・.........}.

目的の妥当性 妥当である|選挙は公明かつ適正に行われなければならず、その啓発は必要性が高い。
妥 -いい川..山………..山…..山…..山..………..山…..山…..山.“.“.

，当

性
自治体関与の妥当性|妥当である|公職選挙法に義務付けられている。

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|全国的に行われている方法で、行っている。

目標達成度 |概ね達成してし叫目標は概ね達成している。
有 h ト…………"……“……1.............................1
効 |類似事業の存在 |存在しない|他には存在しない。
性 ト…ー-…・H ・..一一……・・1.............................1

上位施策への貢献度|施策体系外|法により義務付けられたもので、総合計画等には掲載されていない。

実施主体の適正化 適正である|法により定められたもので、外部の活用は認められていない。

i l希子戦前""["...持226El--555:iEz--5FF王手今52552三伝言さ...............
コスト効率 適正である l法に定められた事項を執行するもので、コスト削減をする余地は無い。

.レ
若年層の投票率が低い状況の中で、選挙権年齢が引き下げられた。

課題

へ今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
30年度以降、改善する予定

向性
時期

未来の有権者(特に高校生)に出前講座等を行い、選挙の重要性及び主権者としての自覚を促す啓発活動が重要



山口県瀬戸内海海区漁業調製委員選挙事業(平成28年8月3日執行)

様式1号(事務事業評価)

匹I3 I 平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I選挙管理員会事務局|

IJ\~頁El(

古 l確定選挙人名簿により投票所天場葬を有権者に配布子|対象|有権者、候補者、関係機関
芸|る。告示日の翌日から選挙期日の前日まで期目前及び不
概|在者投票を行う。選挙期日に投票及び開票を行い、開票
要l結果を県選挙管理委員会に報告する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

臨時雇賃金 20，000 20，000 

支 消耗品費 35，000 34，744 
出

通信運搬費 15，000 14，640 
内
訳

dE』ヨ 言十 70，000 69，384 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 70，000 69，384 
j原割

地方債内合
訳 その他

一般財源

dEL 2 計 70，000 ， 69，384 

人工数(入役)1て入存葺市7] I交付税1---:1 r云-=.L:t$l:hlI 
人件費概算 I 0担| 抑制~ I 算入 | 無 II計十種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I H26 I H27 I r H28 1目標 i

I 0件 I 0件 I I 0件 |達成

1 1管理執行上の問題発生件数 I 0件 I 0件 I r 0件 l 度
100.0% 100.0% 100.0% 

2 

3 

.目的の妥当性 |妥当である|議会制民主主義の根幹を成すもの。
妥トH ・M ・..……・. ，・M ・...……1.............................1
当 |自治体関与の妥当性|妥当である|憲法に定められた国民の権利で、公職選挙法、地方自治法等に義務付けられている。
性ト…"・H ・H ・-……….....，..1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|公職選挙法により選挙人、被選挙人の範囲等が定められている。

目標達成度 達成している|目標は達成しているロ
'有 t....・H ・...・H ・.....・H ・...……H ・H ・..1.............................1

効 |類似事業の存在 l存在しない|他には存在しない。
性}………“・....................……1.............................1

土佐施策への貢献度|施策体系外|法により義務付けられたもので、総合計画等には掲載されていない。

|実施主体の適正化 |適正である|法により定められたもので、、外部の活用は認められていない。
i 効 iー……........….........n・M ・....・ト・・・・・・・M ・M ・..… l 

率 l受益者負担の適正化|適正である|憲法に定められた国民の権利で、受益者負担を求めることは不適当。
性 l…………………H ・M ・…1.............................1

コスト効率 適正である|選挙執行経費基準の中で執行している。

。課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.レ

票

一

投

一

鉱
山
一

一
記
項
一

一特事一一



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課伺・室・所(係)I選挙管理員会事務局|

;1市藤議員及び市長の連戦闘する事務、その他の選
挙に関する事務(園、県の選挙に関する事務等)及びこれ

町に関係ある事務を管理する。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委員報酬 1，322，000 906，100 

支 消耗品費 101，000 80，424 
出

通信運搬費
， 

2，000 。
訳内

山口県都市選機管理員会連合会負担金 19，000 18，800 

dE』3 計 1，444，000 1，005;324 

小項目(

選挙管理委員会運営事業

歳入 予算現額(円)

国庫支出金 2，000 

財 県支出金 9，000 
源割

地方債
内合
訳 その他 雑入 。

一般財;頂 1，433，000 

dロ』 計 1，444，000 

回二ヨ

決算額(円)

3，852 

9，000 

25，308 

967，164 

1，005，324 

|人工数(入役)1人件費(円)1 I交付税| 盤 II企ー I -ll!~ I 
人件費概算 I 0伍I_. '~， 59;i， 4441 I 飢 I !、 I I会計種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標または成果指標 I H26 1.. H27 I I H28 1目標 l

し…・(J;t雰2.......1.......・(J;t袈……I 1...・(J;t雰2.......J達成
1 1選挙管理委員会の開催回数 1 21回 1 16回 1 I 16回 | 度

(応変) 1 (応変) 1 I (応変)

21選挙管理委員会への提出議案数 110件 1 66件 1 I 128件

3 

l目的の妥当性一一 | 妥当である |選挙を執行するためには選挙人名簿の調製は必須で、常に選挙ができるようにしなければならない。
卜妥 }トト"山…….. 山.. 山….. 

当当， 1自治体関与の妥当性|妥当である|公職選挙法、地方公務員法等に義務付けられている。
性、ト…………可"“………1.............................，

対象(受益者)の妥当性|妥当である|公職選挙法により選挙人、被選挙人の範囲等が定められている。

目標達成度
有 1 ・・....・H ・....・H ・-…・・1山".".，.，，，..，・ 1 

効 |類似事業的存在 |存在しない|他には存在しない。
性~..・H・.....・H・.......・.......・M・-円….1 、 l

i上位施策への貢献度|施策体系外|法により義務付けられたもので、総合計画等には掲載されていない。

|実施主体の適正化 |適正である|法により定められたもので、外部の活用は認められていない。
効 トト山…宇……….. 山….. 山....……….. …… .. …....…一.ベ円"………….. …… .. ….....ι一;λ.
率 l受益者負担の適正化|適正である|憲法に定められた国民の権利の執行で、受益者負担を求めることは不適当。
性 i卜ト"………"山…….. 山一..

コスト効率 I 適正である|法に定められた事項を執行するもので、コスト商削リ減をする余地は無い。

課題

今の向吉後性、

特記
事項

... 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|諜・局・室・所(係)I選挙管理員会事務局| INol 4 1 

中項目(佐町、 小項目(

山陽小野田市長選挙事業(平成29年4月9日執行)。

事|選挙時壷禄をした選挙人名簿により投票所入場券を有権
業|者に配布する。告示日に候補者の届出を受理する。投票
概|用紙を調製し、告示日の翌日から選挙期日の前日まで期

|目前及び不在者投票を行う選挙期日に投票及び開票
要I(選挙会)を行い当選人を決をする。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

時間外勤務手当 1，409，000 590，912 

支 通信運搬費 1，599，900 1，599，900 
出

ポスター掲示場設置委託料 1，242，000 594，000 
内
訳 人材派遣委託料 761，000 579，919 

その他 2，235，100 1，371，216 

ぷE』コ 言十 7，247，000 4，735，947 

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 7，247，000 

dE』2 計 7，247，000 

入件費概算 !人瑚ti 人間~ I鷲見|無|陸封 一般

活動指寝言正直成果福様

1 1管理執行上の問題発生件数

2 

3 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H26 I .H27ーI I H28 |目標 l

1.............................1 l...........~仕 l達成
0件|度

良い

| 旧的の妥当性 |妥当である|議会制民主主義の根幹を成すもの。
妥 }………・・・・"・M ・...……….1.............................1

決算額(円)

4，735，947 

4，735;947 

臨時

当 I自治体関与の妥当性| 妥当である|憲法に定められた国民の権利で、公職選挙法、地方自治法等に義務付けられている。
性トH ・M ・.........・...…"・H ・M ・...…1.............................1

ー対象(受益者)の妥当性| 妥当である|公職選挙法により選挙人、被選挙人の範囲等が定められている。

目標達成度 達成してしも|目標は達成している。
有 r…H ・M ・....・....・......・....・....…・..1....・H ・.....................1
効 |類似事業の存在 |存在しない|他には存在しない。
性ト……H ・M ・............・…….+............................1

上位施策への貢献度|施策体系外|法により義務付けられたもので、総合計画等には掲載されていない。

実施主体の適正化 適正である|法により定められたもので、外部の活用は認められていない。

li lH場房副r..伝説..1ザヨE555:時計;主主持255211115-日;::::
コスト効率 適正である|法令に定められた基準の中で執行している。

.レ
、投票率が低下している。

課題

，今の後方 計画どおり事業を進めることが適当 改時善期
向性

投票率向上のための即効性のある有効な手段はないが、投票環境の向上や常時啓発を行う



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I選挙管理員会事務局|

事|選挙時蚕録をした選挙人名簿により蚕票所入場券を有権
:!:I者に配布する。公示(告示)日の翌日から選挙期日の前

事|日まで期日前及び不在者投票を行う。選挙期日に投票及
要|び開票を行い、開票結果を県選挙管理委員会に報告す

1る。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

時間外勤務手当 8，795，000 8，794，8471 

支 通信運搬費 1，866，071 1 ，8~ ， 0711 
出

ポスター掲示場設置委託料 2，735，000 1，080，0001 
内
訳 人材派遣委託料 4，789，000 3，662，131 

その他 4，520，929 7，296，664 

dロ』 計 22，706，000 払699，71~

人件費概算 i人四竹~

小項目(

参議院議員選挙事業(平成28年7月10日執行)

歳入 予算現額(円)

国庫支出金 22，706，000 

員オ 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

dE与:i" 計 22，706，000 

活動指標または成呆指標

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H26 I 百 7寸 I H28 1目標

I I I 0件 |達成

1 I管理執行上の問題発生件数 1.............................1.............................1 l...........?件 l度

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|議会制民主主義の根幹を成すもの。
妥 t.......…....・M・....…...h.・p・-…寸 1

匹仁日

決算額(円)

22，699，713 

22，699，713 

臨時

当 l自治体関与の妥当性|妥当である|憲法に定められた国民の権利で、公職選挙法、地方自治法等に義務付けられている。

l 性 l対象(誌者)の妥当性|妥当である|公職選挙法により選挙人、被選ぶ漏-白等が定められている。

目標達成度 |達成している|目標は達成している。
有 t:.......…….......…・・…・・…・・・・1.............................1
効 l類似事業の存在 l 存在しない|北他包には存在しない。
性 }トトト“……….. … .. ………… .. …… .. …… .. …....………… .. …… .. 山....……….. …… .. 山..………….“….. ……….. ………… .. …....………… .. ……斗.. … .. 

上位施策への貢献度|施策体系外|法により義務付けられたもので、総合言計十画等には掲載されていない。

実施主体の適正化 適正である|法により定められたもので、外部の活用は認められていない。
効 t..……..，・H ・-一………・・・・・叶 T 

率 |受益者負担の適正化 i適正である|憲法に定められた国民の権利で、受益者負担を求めることは不適当。
性}………-………....・H ・.1.............................1.

|コスト効率 l適正である|選挙執行経費基準法の中で執行している。

..... 
投票率が低下している。

う課題

I 今の後方 計画どおり事業を進めることが適当
改善

向性
時期

投票率向上のための即効性のある有効な手段はないが、投票環境の向上や常時啓発を行う



様式1号(事務事業評価)

匹I1 I 平成28年度事務事業評価シート|課局・室・所(係)I 監査委員事務局

中項目(附置、

監査委員事務

事|事務事業全般にわたり、予算及び法令等ピ扇らL、肩議|対象|市、市水道事業、市工業用水道事業、市病院事業ほか
業|や管理、経営について適正かつ効率的、効果的な行政
-=1運営が図られているか、またその運営において、住民の

霊|福祉の増進と最小の経費による最大効果及び組織、運営
lの合理化が図られているかについて監査を実施する。

歳 出 予算現額(円) 決算額C円〉

報酬 2，074，000 2，073，600 

支 旅費 33，000 28，480 
出

需用費 195，000 177，882 
訳内 負担金、補助及び交付金 74，000 70，560 

~ロ~ 計 2，376，000 2，350，522 

歳 入 予算現額〈円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財瀬 2，376，000 2，350，522 

dロ』 計 2，376，000 2，350，522 

人工数以枝)1瓦件費問7] I交付税 I<1m: I 長一一一1. _1.1'" I 
人{件キ費概算 I 2叫 l叩

※上段:目襟中段:実績下段:達成率

j舌動指標または成果指標 I H26 I H27 I I H28 1目標 1

I 9ω9部署 I 106部署 I I 92部署 l達成
1什|陪定期監査の実施 I1"""..……………..………..………..……..….".5弱品蔀薯喜"…………..山…..……..…γ.1

12回 1 12回 1I 12回

21例月出納検査の実施 12回 12回 12回

31監査報告における改善指導件数

100.0% 1 100.0% 

0件 1 0件

39件 1 21件

、‘B
V
 

良印
刷
一
牛
…
件

ゆ

-M
…4

u-(
…1
 

目的の妥当性 |妥当である|住民の視点に立った公共の福祉の増進及ひ'組織、運営の合理化
妥 ~:u.・M・-……...・H・...……ト… l
当 |自治体関与の妥当性| 妥当である|地方自治法により義務付けられている。
性ト……・……......……1.............................1

対象(受読者)の妥当性|妥当である|最終的には住民が受益者である。

目標達成度 l達成している|一定の成果が上がっているが、向上の余地がある。また、改善指導後のフォローアップが重要である。
有… }・7…-一…....・H ・-……H ・M ・..…|…・・…………・..1

l 効 |類似事業の存在 |存在しない
性~，..:uó.;.: ，..............;..................1

上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 適正である|地方自治法に基づき、独立した執行機関で実施している。

i l許税者千五IE5BEl--存在日予定52fE51:::::::::::::::::::::::::::::::::::
コスト効率 適正である|必要最低限の人員、費用負担であり適正。

.い
-専門的な知識を必要とすることから、エキスパ トな職員を育成しなければならない。
-研修等に参加することにより研鎮を積み専門性をより高める必要がある。
-地方自治法第199条第7項に基づき、補助金等を交付している財政援助団体等の監査を実施する必要がある。

、課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当 改時期善

向性

特記
事項



様式1号(事務事業評価)

匹亡日平成28年度事務事業評価シート|課局室・所(係)1公平委員会事務局|

士 a職員にかかる不利益処分に対す吾不雇雨し立て及び勤
事|務条件に関する措置要求に対して裁決・判定、職員から
概|の苦情相談、職員団体の登録事項変更、管理職員等の
要|範囲を定める事務及び職員団体の登録事務を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報酬 812，000 536，100 

支 需用費 6，000 5，268 
出

備品購入費 15，000 12，137 
内
訳 負担金、補助及び交付金 32，000 32，000 

その他 7，000 5，620 

dE』司 計 872，000 591，125 

人件費概算

小項目(

公平委員会事務

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 872，000 591，125 

dE』コ 計 872，000 591，125 

活動指標または成果指標 H26 

12回

1 1公平委員会定例会

一般 経常

H27 

12回

12回 12回
似
m
一

明

日
一
回
…
田

町
山
ぢ
コ
2

肱

川

一

一

川
一
回
一
回

印
刷
一
ヮ
“
…
り
h21上部団体の総会及び研究会への参加

31事案の審査及び必要な措置の執行 1.........ネニj二

目的の妥当性 妥当である|地方公務員法で定められている。
妥 t..・M ・.....…・…・….....・H ・...・M ・.，…・・・…・…・ E 

当↓自治体関与の妥当性|妥当である|地方自治法及び地方公務員法で設置が義務付けられている。
性 l………-……........・M ・.......1.............................1

対象f受益者)の妥当性| 妥当である|市職員

目標達成度、 |達成している
有~.;;....;................. ."~.....;..:.;...;.;I 

'効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~.........;..;.;...........:...........;.;.:.I

1... .1上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 適正である |地方自治法に基づき、独立した執行機関として実施しているが、山口県市町総合事務組合でも共同事務処理が行われている。
効 t..・H ・.......………………...・H ・，.............................，

率 |受益者負担の適正化|適正である|受益者負担という概念にはなじまない。
性}……… … … … … …1.............................1

コスト効率 |適正である|必要最低限の人員、費用負担であり適正。

.レ
-研修などにより研錆を積み、専門性をI司めてして。
-今後、人事評価制度の評価結果に基づき、昇任、昇給、期末手当に反映させた場合は、相当数の不服申し立てがあるもの
と推測する。

課題

向今の後方性 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

特記
事項



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室園所得)I 高齢福祉課 介護保険係

事|介護保険は、介護給付費の法定負担割合分及び運営の
業|士也域支援事業に係る一部を除く費用は、一般会計からの
概|繰出となる為、当該相当分の繰出しを行う。

要

歳 出 予算現額(円) 決算割(円)

繰出金 886，349，000 852，111，389 

支出内

訳

dEb2 h 言十 886，349，000 山 852，111;389

小項目(

介護保険特別会計への繰出

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金 5，749，000 

財源割
県支出金 2，874，500 

内合
地方債

訳. その他

一般財源 886，349，000 

.g. 計 894，972，500 

匹I11 I 

決算額(円)

5，749，000 

2，874，500 

852，111，389 

860，734，889 

人件費概算 「翫守M人件号制悶T而II三市u1除(介護)1 経常

活動指標記示蔵栗喜一覆 H26 H27 

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|介護サービス給付費等の事業を行う市が関与すべき事業で、あって、妥当である

iIR1詩的再発I::22245:問併説場ヨ??言565255長;:::
対象(受益者)の妥当性|妥当である I介護保険制度を適正に運営する為の事業であり、妥当である。

目標達成度
有[..............，.;........;........，.;;;......1

|効出業の存在 |存在ル性十............………，.;;...，......1
じ |上位施策への貢献度 l施策体系外

実施主体の適正化

lil持弱者説IE565:
コスト効率 適正である

..... 
J 

課題

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当

特記
事項

改時期善



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)1 国保年金課 年金高齢医療係 回三日
中項目(施策)， 小項目(

国民健康保険特別会計繰出事業

国民健康保険特別会計事|一般会計から国民健康保険会計における事務費、保険
業|基盤安定、出産育児一時金、財政安定化事業、負担軽
概l減対策のほか、必要に応じて基準外繰出を行う。

要

一般会計から国民健康保険会計へ必要に応じた繰出を行う

意図|特別会計の健全化・安定化により市民福祉の向上を図る

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国民健康保険特別会計繰出金 636，370，000 625，506，821 国庫支出金 基盤安定 67，667，000 67，667，327 

| 支出内
財 県支出金 轟盤宮定・負担経誠 236，535，000 236，536，276 
源割

地方債内合
訳 訳 その他

一般財源

dロ~ 言十 636，370，000 625，506，821 4E〉2• 計 304，202，000 304，203，603 

人件費概算 |人瑚tt| 人件~習い I I会計削除(国保)I 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率
若覇宿需主7羽詰菓子融 H26 1 市互7一寸 I H28 1目標 l

1 1 I 1達成

1 1基準内繰出金額 532，042，045[642，314，8881 1625，506，821 I度

21基準外繰出金額
....3O:O.OO.:oo.or......・H・-5H・H・..…1 I…・・・…--b

3 

目的の妥当性 妥当である|国民健康保険法による。
妥 t什..山………..山…..山…..山..………..…….“……..山..………..山….“…………..……..山…..山..………..山….“山….“山..………..山…..山….“山..山………..山.“...山………..山…..山..“……….“…寸..
当 !旧自治f体本関与の妥当性| 妥当である l国民健康保険法による。
性 ト....・..…・・…・・…・・....・M ・-……1.............................1

| ・|対象(受益者)の妥当性|妥当である l国民健康保険法による。

目標達成度
有 t....~.........~.............................I 

効 l類似事業の存在 、|存在しない
性 f..;.;....................;...;..............;.1

上位施策への貢献度|施策体系外

1実施主体の適正化 |適正である|国民健康保険法による。
効~..・H・-…-…・6・………….1.............................1

! 率|受益者負担の適正化|適正である|国民健康保険法による。
性 ~;...…....・M・...…………・1……・・・… l 

コスト効率

課題

| 今の向方性後

特記
事項

適正である|国民健康保険法による。.. 

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局宮・所得)I 国保年金課 年金高齢医療係 匹I21 I 
小項目(

後期高齢者医療特別会計繰出事業

_1高齢者の医療の確謀長蘭す吾語葎1::訪平蔵扇牟4月に

芸|創設された後期高齢者医療制度の実施に伴い、法で定
姐~Iめられた療養給付費負担金及び事業運営経費の負担分|手段|負担金を一般会計から広峨連合へ拠出するほか、特別会計への操出金、施術費補助金を支払う

霊iを拠出する。また老人医療特別会計の廃止により、はり・
|きゅう施術補助を引き継ぐ。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

療養給付費負担金 864，166，000 864，165，012 国庫支出金

I 支出 はり・きゅう施術費補助金 2，000，000 1，916，100 

内
山口県桂期商齢者医療広犠連合負担金 3，634，000 3，633，528 

財 県支出金 基盤安定 156，761，000 
源割

地方債
内合

訳 後期高齢者医療一般会計操出金 248，457，000 247，928，719 訳 その他 特別対策 2，076，200 

一般財源 959，419，800 

合 計 1，118，257，000 1，117，643;359 dE』Z 計 1，118，257，000 

入件費概算 |人工数(矧人件担~ I官|無|同問| 一般

活動指標または成果指標

1 1はり・きゅう利用件数

後期高齢者医療保険基盤安定繰入金
21 

(県3/4、市1/4)

3 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H26 1 官 71 I H28 |目標 l

:二五銭.......l.二?351二:||::::1;111::二度

184，702，509 1 194，787，204 209，015，396 

目的の妥当性 妥当である Ir高齢者の医療の確保に関する法律」による。
妥 1....・....・M ・.........…...・M ・....'....1.............................1
当 l自治体関与の妥当性|妥当である 1r高齢者の医療の確保に関する法律」による。
性卜……....・H ・-…………斗…………|

|対象(受益者)の妥当性|妥当である Ir高齢者の医療の確保に関する法律」による。

目標達成度
有 1............................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性~....;........:....;............，.....，..........I

上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 適正である Ir高齢者の医療の確保に関する法律」による。
効 t...・H ・H ・H ・..…....・H ・........・H ・-…1.............................1

決算額(円)

156，761，547 

1，864，300 

959，017，512 

1，117，643，359 

経常

率 }受益者負担の適正化| 適正である|後期高齢者医療保険基盤安定繰入金(県4/3、市4/1)、後期高齢者医療制度特別対策補助金(10/10)

性ト…H ・H ・........・H ・-……H ・H ・|……… | 
1. Iコスト効率 |適正である Ir高齢者の医療の確保に関する法律」による。

課題

， 今の後方

向性

特記
事項

.レ

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局圃室副所得)1 健康増進課 地域医療対策室

事|地方公営企業法に吾元瓦年麗総務省より通知される
業Ii地方公営企業の繰出金について」に定められた基準の
概i範囲内で繰出金を支出する。

要

....R露、出 予算現額(円) 決算額(円)

繰出金 474，692，000 465，901，000 

支
出
内
訳

dEh Z 計 474;692，000 465，901，000 

瓦i項!3(

病院事業会計繰出金

、歳 λ 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 474，692，000 

合計 474，692，000 

回三日

決算額(円)

465，901，000 

465，901，000 

1 .. .. Àf4.mU~ 1人工数(人役)1人件費(円LJI交付税 1-1=- 1 1 A <f.i.:i，，;c，ii 1 "'n. 1 
| 0.11 577，叫 | 算人 | 有 II会計種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

ベ 活動指標または成呆指標、 1 H26. 1 H27. 1 I H28 1目標 i

I I I I I達成

1 1基準内の繰出金 r-"48Sj"f37千円 rS4:ui07千円 1(""46"5:9"01千円 l度

21基準外の繰出金 297，000千円 0円

3 

|目的の妥当性 I妥当である

il説明言説[:222EEl-5Z75お存在訪z;:::::::::::::::
対象(受益者)の妥当性|妥当である|総務省通知「地方公営企業繰り出し金について」に限定

l目標達成度'

il持者五:二[EE52::
i上位施策への貢献度

|実施主体の適正化'..I適正である|総務省通知の範囲内である。
効トH ・H ・..………...・H ・...…↓H ・M ・…………l

、率 |受益者負担の適正化|適正である

|i?|時効率 J .ト

今の向方後性 計画どおり事業を進めることが適当

特記 | 
|目標設定にそぐわない

事寝 | 

|改善

時期



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室‘所得)I 農林水産課 農林係 匹I64 I 
小項目(

地方卸売市場事業特別会計繰出金

山陽小野田市地方卸売市場事業特別会計

手段|山陽小野田市地方卸売市場事業特別会計への繰出金

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

繰出金 10，836，000 9，944，000 国庫支出金

支 財 県支出金
出

内
掘割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 100 10，836，000 

dE』2 言十 10，836，000 9，944，000 dEb2 • 計 10，836，000 

人件費概算 !人工数(官~人件支払i I想見|無 Il::竺| 一般

活動指標酎三l主成栗福標
※上段:目標中段:実績下段:達成率

H26 I H互すーっ I H28 l目標 l

l!l 宝

2 

3 

.目的の妥当性 |妥当である|公設市場であり、妥当である。
妥 f..........，..;......ιM・M・...・M・-…・…1.............................1
当 |自治体関与の妥当性|妥当である|公設市場であり、妥当である。
性卜………....・H ・-………十・・ l 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|公設市場であり、妥当である。

目標達成度
有 f....................，oo;;....o...........;;;o.1
効j類似事業の存在 |存在しない
性 f................................;...........1

上位施策への貢献度|施策体系外

実施主体の適正化 |適正である|公設市場であり、適当である。
効 t:.・H ・..…………………↑… 1

率 l受益者負担の適正化|適正である|公設市場であり、適当である。
性トH ・H ・-…............………十・・ | 

lコスト効率 i適正である|公設市場であり、適当である。

..... 

課題

今の後方

向性

特記
事項

計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

決算額(円)

9，944，000 

9，944，000 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 農林水産課 耕地係 回三日
小項目(

農業集落排水事業特別会計繰出金

手段|農業集落排水事業特別会計への繰出金。

意図|特別会計の健全化・安定化により市民福祉の向上を図る。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

繰出金 60，105，000 58，072，000 国庫支出金

支 財 県支出金
出i

内
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 100 60，105，000 
dE弘:r 計 60，105ゆ00 58，072.，000 4E』2 計 60，105，000 

人件費概算
I瓦工甑瓦設)I人件費(円LJI、交付税 1 Am- 1 じ云孟J
I 0叫 2風 7刈 | 算入品|無 I I会計種別| 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率
活動指標また隔操首謀 H26 H27 I I 巴~議 l

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|農業集落排水事業特別会計への繰出金で、あり、妥当である。
妥 t...・H・H・H ・.....・H ・......................，......….................，・

当 |自治体関与の妥当性|妥当である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり、妥当である。
性 f"・H ・-一一………H・H・-…・・1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり、妥当である。

目標達成度
有 t........ ..................... ...，..~........， 

効 l類似事業の存在 |存在しない
性 f........，...........，.;.:..，....，....，......1

1上位施策への貢献度|施策体系外

|実施主体の適正化 l適正である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり、適正である。
効.f……………………1.............................1 

i 率 1受益者負担の適正化|適正である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり、適正である。
性ト…………………1.............................1

lコスト効率 l 適正である .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

里」

度

決算額(円)

58，072，000 

58，072，000 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|謀・局司室岡所得)I 農林水産課 耕地係 匹I66 I 
小項目(

農業集落排水事業特別会計繰出金(行政改革推進事業分)

手段|農業集落排水事業特別会計への繰出金。

意図|特別会計の健全化・安定化により市民福祉の向上を図る。

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

繰出金 28，000 28，000 国庫支出金

支 財 県支出金
出

内

源害IJ
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 100 28，000 
ぷロ当h 計 28，000 28，000 AEb2 h 言十 28，000 

人件費概算 「諏Titi人件15;61丙T|ム|恒画一般

活動指標または成栗指標 H26 

2 

3 

目的の妥当性 妥当である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり、妥当である。
妥「十"山……..山……..山..山....……..山……..…..山'"……..山..山..…….…….. 山..…….……..山..叶.

当 |自治体関与の妥当性| 妥当でで、ある|農業集、落排水事業特別会計への繰出金であり、妥当である。
性 }トトトト目……...目一……….目…….町……..一.目.一一一'"……..….目...一…...………….“…….目一.日.一一…1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|農業集落排水事業特別会計への繰出金で、あり、妥当である。

目標達成度
有 f.;;.~....，......... .....~.... ... ....... .....1 
効 |類似事業の存在 l存在しない
性 h.......;;.....，....................;.......1

上位施策伐の貢献度iI施策体系外

-実施主体の適正化 l適正である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり仇、適正であるo

効 |卜ト卜"………….. …… .. …………..…………..………..一………..山…..……..一..山"………..…目刊.“……….“山…..山…..山...….

率 |受受i益者負担の適正化 l適正である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり仇、適正である。
性 l…………A・H ・..………..1.............................1

コスト効率 適正である .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

I :~ 

決算額(円)

28，000 

28，000 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成28年度事務事業評価シート|課局室・所得)I 都市計画課 都市整備係 回三日
小項目{

意図|特別会計の健全化・安定化により市民福祉の向上を図る

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

繰出金 1，041，720，000 1，026，000，000 

支
出
内
訳

合計 1，041，720，00。1，026，000，0001 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債内合
訳 その他

一般財源 100 1，041，720，000 1，026，000，00。
dロ~ 計 1，041，720，000 1，026，000，000 

算概、~費件人 iよヱ明人件訓|官l無|陸封 一般 臨時

L 、活裏面指標ま正!ま成果指標 H25 H26 

2 

3 

目的の妥当性 .1妥当である|下水道事業特別会計への繰出金であり、妥当である。
妥トH・H ・..........・H・-…“……・.1.............................1.
当 l自治体関与の妥当性1妥当である|下水道事業特別会計への繰出金であり、妥当である。

、性ド……一月…i………イ ト
対象(受益者)の妥当性|妥当である|下水道事業特別会計への繰出金であり、妥当である。

目標達成度
有 }・1

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 h';.;;......;;.::....................:'....1

土位施第への貢献度l施策体系外

I実施主体体〆の適正化 |適正である|下水道事業特別会計への繰出金であり弘、妥当である。
効、; ~ト.…白山...……….. …....……… .. 山..…… .. …....……… .. …....……… .. …… .. 
率 l受受益者負担の適正化|適正である|下水道事業特別会計への繰出金であり仇、妥当である。

1..主注 t~々T一ι :~~州ι村で ?示J | l I~ス卜効率 1 適正である

• 
課題

，、今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

特記
事項


